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2024年度 安全衛生方針

－ 安全は中心となる価値と捉え、事業場で働くすべての人の生命と健康を守り、

安全で快適な職場環境を実現する －

　当社は社会的に厚く信頼される『 安全性ナンバーワン企業 』を目指し、建設業

の魅力化推進に貢献する。

　労働災害・事故及び公衆災害の発生は、企業価値を棄損し、企業理念や存在意義

を否定するものである。当社は人命尊重の基本理念に基づき、すべての企業活動に

おいて『安全は中心となる価値である』と捉えて、安全で働き甲斐のある労働環境

の形成に努める。そのために、すべての業務フローにおいて、労働環境整備のフロ

ントローディングを推進し本質安全化を図る。

又、自己発働的な安全管理を推進し、事業場の状況に整合し、かつ効果的な安全

対策を立案することにより事業場全員の腹落ちを図ると共に、形骸化を徹底的に排

除した『危険ゼロ』の事業場を目指す。

―　活　動　指　針　―

１．職員等の心身の健康保持・増進を図る。

２．各種関連法令及び社内規定・ルールを遵守する。

３．すべての組織において、フロントローディングによる本質安全の作り込みを実

　　践する。

４．工事進捗状況に則したリスクアセスメントを実施し、全員が腹落ちした作業計

　　画を立案・実行することにより形骸化を排除し、全作業員の安全行動を誘引す

　　る。

５．安全衛生に関する基本的考え方に基づき作業所の安全管理体制を整備し、協力

　　会社とともに労働災害防止活動を確実に実行する。

2024年4月1日

戸  田  建  設  株  式  会  社 

代表取締役社長

1



2024年度 安全衛生目標と施策

2024年4月1日

本 社 中 央 安 全 委 員 会

委員長　　木 村  幸 宏

　社長が表明した「2024年度安全衛生方針」に基づき、以下の目標値を掲げ、安全

衛生施策を社員・関係協力会社全員で実施する。

① TODA-OHSMS に基づき、作業所、工事の特性に整合し、かつ実効のある具体策

を立案した上、組織的に実行する。又、労働環境を常に点検、整備して、「危

険ゼロ」の労働環境を造る。

② 作業所長はリーダーシップを発揮し、協力会社やキーマンである職長とコミュ

ニケーションを図り、特定元方事業者として行うべき連絡・調整の不備による

災害・事故を防止する。

③ 作業員の健康確保に努め、健康障害の予防や体調不良時の連絡体制の整備を

事業主に指導、促進する。

１. 数値目標 ※全体は、海外事業及びグループ会社を含めた数値を指す

死亡・重大（重篤）災害 ゼ　ロ

度数率（休業４日以上の労働災害） ０．１以下

休業度数率（休業を伴う労働災害） ０．６以下

全度数率（不休災害及び事業主等の災害を含むすべての労働災害） ２．５以下

死亡・重大（重篤）災害 ゼ　ロ

度数率（休業４日以上の労働災害） ０．２以下

延べ労働時間予測

度数率対象災害件数

休業度数率対象作業件数

全度数率対象災害件数

休業度数率対象作業件数

全度数率対象災害件数

２. 施　策

 ２－１.　安全衛生管理体制の整備及びルールの遵守

① 作業所の安全衛生管理体制を整備するとともに、協力会社の主体的な安全管理

を促進する。

② 労働安全衛生関係法令及び社内の安全衛生管理規程等を遵守する。

③ 本・支店で定めた重点管理項目とそれに対する実施事項を確実に実施する。

計

20,000,000 8,000,000 28,000,000

2件以下 ゼ　ロ 2件以下

単
体

全
体

単
体

建築 土木

12件以下 4件以下 16件以下

全
体

－ － 71,200,000

－ － 14件以下

50件以下 20件以下 70件以下
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④ 作業所（長）が定めたルール、リスク防止対策を作業所全員が遵守する。

⑤ 作業所・支店において実施している各種検討会や本社・支店・作業所で定めら

れたルールの形骸化を徹底的に無くす。

 ２－２.　工事の特性を考慮した安全かつ生産的な施工計画・施工方法の立案及び

周知と実施

① 安全性及び生産性を向上させるため、各工事内容を十分に検討しBIM、CIM等ICT

技術の活用や無人化工法等による工業化・省人化工法を積極的に採用し、更に

フロントローディングを実施することにより、本質安全化を図る。

② 工種（作業）毎に、予想される全てのリスクを抽出し、リスクに対する災害等・

事故防止対策を検討した上で施工計画・施工方法に反映させ、作業所社員に周

知する。

③ 立案した施工計画・施工方法は協力会社に説明の上合意形成を図り、協力会社

の作成する作業計画に反映させ実施する。

④ 実施する際は、設置した機械・設備類がヒューマンエラーを誘引する恐れはな

いかなど、計画者・設置作業者が自ら設置後に必ず現地で確認し、必要に応じ

て改善する。

 ２－３.　作業計画・手順の決定及び周知と実施

① フェイルセーフの思想に基づいて、危険又は有害要因を除去・低減した作業計

画・作業手順書を作成する。

② 作業手順の検討に当たっては、協力会社とともに『必ず現地を確認』し、関係

者全員が腹落ちした計画を立案する。又、本作業に付帯する作業（搬出入、荷

捌き作業等）についても全てのリスクを洗い出し、施工機械・手順・使用する

資機材・人員配置等を決定し作業計画に反映する。その際には、遵守すべき安

衛関係法令を必ず確認する。

③ 危険作業事前検討会の開催に当たっては、関係協力会社とともに『必ず現地を

確認』して全てのリスクを洗い出し、支店関係者を含めて実効のある危険作業

事前検討会とする。

④ 作業開始前に周知会を開催し、すべての関係作業員に作業手順を理解させ、必

ず計画通りに実施する。支店は、実施状況を着手段階に確認する。

⑤ 作業計画・手順を変更する場合、計画外の作業が生じた場合は、上記プロセス

に基づきリスクアセスメントを実施し、全作業員に周知徹底を図る。

⑥ 作業が計画通り実施されているか確認のためカメラを設置し可視化する。特に

危険作業で、通常巡回ができない立ち入り禁止区域については原則設置する。

 ２－４.　作業所社員教育の実施

① 作業所長、副作業所長等は、作業所巡回時等に若手社員を随時同行させ、若手

社員に対して『５分間立ち止まり活動』等によるOJTを実施し、感受性を高め、

自己発働型社員の育成を図る。
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② 作業所長、副作業所長等は若手社員を危険作業検討会等に参画させ、作業手順・

作業方法等を十分に理解した上で、打合せした作業方法に基づいて作業が行わ

れているか、予定外の作業が行われていないか等、タイムリーに『必ず現地を

確認』し、不安全な状況が確認された場合には『即是正』を指示することがで

きるよう社員を育成する。

③ 作業所長、副作業所長等は、労災かくし防止のための教育を作業所社員に対し

て実施する等、労災かくしを排除する環境を醸成させる。

 ２－５.　協力会社・技能労働者に対する指導・育成

① 安全衛生に関する資質を有した協力会社と適正な請負関係を構築するとともに、

パートナーシップを強化する。

② 協力会社が自主的・自発的に災害防止に関する各種措置を講じるよう指導、教

育する。

③ 事業者責任のもとに送り出し教育を更に充実させ、作業員の安全及び、関係法

令の遵守を徹底させ新規入場者の災害を撲滅する。

④ 作業員が、必ず『現地』で「実際の作業」をイメージしながらＫＹ（一人KY）

を実施するよう指導する。（ KY自問自答カードの有効活用 ）

⑤ 協力会社職長は、計画外、予定外の作業が発生した場合や不安全な状況が発生

した場合には、作業を中断した上で元請けに報告し、対応策を協議した後、

当該作業に関わる全員が納得した上で作業を再開する体制を確立する。

⑥ 外国人技能実習生等の作業員を使用する事業者に対し、作業所における適正配

置や安全意識、技能向上に向けた教育を実施するよう指導する。

⑦ 個人事業主、一人親方に発注する事業主に対し、経験や能力等を考慮した作業

所における適正配置と適切な請負関係締結、及び報告の実施について指導する。

⑧ 出張型危険体感施設を有効活用し、作業員の危険感受性向上を図る。

⑨ 協力会社の事業者や職長、作業者に対して労災かくし防止のための教育を実施

する、ささいなケガでも必ず元請社員に報告させる等、労災かくしの排除に向

けた周知・啓発を行う。

３. ヒューマンエラー防止のための三運動の推進

① ひと声かけ、指差し確認運動の推進

② 対話型現地KYの推進

③ 『ヒヤリポ』の活用・推進

４. はさまれ・巻き込まれ災害及び墜落・転落災害 撲滅キャンペーン

① はさまれ・巻き込まれ災害 撲滅キャンペーン

② 墜落・転落災害 撲滅キャンペーン

※

※

※
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2024年4月1日

2024年度 安全衛生管理実施計画の推進に当たって

≪支店数値目標≫

死亡・重大（重篤）災害

度数率（休業４日以上の労働災害）

休業度数率（休業を伴う労働災害）

全度数率（不休災害及び事業主等の災害を含むすべての労働災害）

≪全店共通重点管理項目≫

１．墜落・転落災害の防止 ２．建設機械・クレーン等災害の防止

３．崩壊・倒壊災害の防止 ４．熱中症・健康障害の予防

５．労災かくしの防止 ６．公衆災害・第三者災害等の防止

≪支店重点管理項目≫

７．重量物取扱い作業による災害の防止

≪安全衛生管理水準向上施策≫

Ⅰ．安全衛生管理体制の強化 Ⅱ．危険感受性の向上

Ⅲ．快適職場形成の推進

≪支店安全衛生スローガン≫

≪支店長実施事項“これだけは絶対守る（守らせる）！”≫

戸田建設株式会社東京支店

菅原　千秋

　東京支店の昨年度の安全成績は度数率、休業度数率、全度数率すべてにおいて、目標数値を

達成することができませんでした。鳶工が鉄骨の落下とともに高さ16ｍから墜落した重篤な

災害を含め、休業４日以上の災害が５件発生しており、近年においては最悪の状況になってい

ます。『死亡・重篤な災害は絶対に起こさない』重点指向と『落ちるな・落とすな』を最重点

管理項目とした安全管理を今まで以上に徹底しなければなりません。また、私たちと協力会

社、職長等それぞれの役割を理解し、特定元方事業者の「統括管理責任」と関係請負人の「事

業者責任」をしっかりと果たしていくことが肝要です。人命尊重の基本理念に基づき、「作業

員のみなさんを無事に帰宅させる」ことが私たちの使命であると認識し、全員参加でゼロ災職

場を築きましょう。

０．６以下

２．５以下

① 『対話と共感』により当事者意識を高め安全をつくり出す

② 『危険な状態では絶対に作業しない・させない』を周知徹底する

③ 災害発生リスクの高い現場や職種、協力会社に対し重点指向の安全管理を推進する

④ すべての職長・安全衛生責任者の「見える化」を定着させ、事業者責任の遂行を後押しする

⑤ 作業手順変更のルールを周知徹底し、勝手な作業手順の変更は絶対に行わない

声かけあって　みんなで高める安全意識　『対話と共感』ゼロ災職場

ゼ　ロ

ゼ　ロ

常 務 執 行 役 員 支 店 長

中 央 安 全 衛 生 委 員 長
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2024年4月1日

戸田建設「安全衛生管理実施計画の推進に当たって」

戸 田 建 設 東 京 支 店

災 害 防 止 協 力 会 会 長
遠藤　和彦

　平素より会員の皆様には、災害防止協力会の活動にご協力いただき誠に有難うございます。

　安全な職場作りは「 危険な状態では 絶対に作業しない・させない 」という決意を前提にした計画段

階の安全先取りと現場における地道なリスクの低減の積み重ねにより現実化されるものです。私たち専

門工事会社の事業主には、従業員の健康と安全を守る責任を重く受け止め、油断することなく持続的に

自社の安全衛生管理レベルを高めていくことが求められています。

　さて、東京支店の2023年度における安全成績は、休業4日以上災害が5件、不休災害を合わせると全

体で27件と、数値目標はすべて達成できない大変悪い成績となってしまいました。その内容としては、

墜落・転落、飛来・落下、挟まれ・巻き込まれという重症化に繋がる災害が目立ち、しかも2次3次会社

の外国人を含めた未熟練工や一人親方の災害も多発している傾向にあります。その背景には、1次会社

である私たちの再下請会社に対する管理指導の甘さ、そして未熟練工や一人親方等の職人さんたちとの

安全対話不足があると、大変憂慮しているところです。私たち事業主は、この事態を明日は我が身の思

いで真摯に受け止め、自らが先頭に立ち実のある災害防止活動を実践していかなければなりません。

　戸田建設東京支店の安全衛生スローガンは「 声かけあって　みんなで高める安全意識　『対話と共

感』 ゼロ災職場 」です。この方針に従い、災害防止協力会並びに私たち会員企業は、戸田建設との連

携を図り、これまで以上に自社従業員との安全対話を重ね、安全意識の向上と危険感受性を高める訓

練を強化し、「危険な状態では 絶対に作業しない・させない」という考え方を現場に浸透させていくこ

とをお願いいたします。特に、着工前打合せでリスク低減と作業手順書での見える化、KYトレーニング

による危険感受性の向上、週一パトロールの実施と安全対話の強化など、先制対処の安全衛生管理を事

業主の責務として、積極的に推進していかれることを期待しております。

　この安全衛生管理実施計画書は、東京支店の安全衛生方針に沿って協力会会員としてなすべき安全衛

生管理の全体像を見える化したものです。皆様には、その趣旨をご理解の上、着実な実践と現場定着を

図り、従業員の健康と安全を守る使命を果たしていただきますようお願いいたします。
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Ⅰ．安全衛生方針

事業主が率先して安全衛生管理を推進する

Ⅱ．災害防止協力会スローガン

2024年度　安全成績数値目標

（休業４日以上の労働災害）

（休業を伴う労働災害）

（不休災害及び事業主等の災害を含む全ての労働災害）

（ 延 労 働 時 間 ５ ， １ ８ ４ ， １ ３ ３ 時 間 )

（ 度 数 率 ０ ． １ ９ ／ １ 件 )

（ 休 業 度 数 率 １ ． ３ ６ ／ ７ 件 ）

（ 全 度 数 率 ５ ． ２ ６ ／ ２ ７ 件 ）

※（　）内は2023年度実績

≪最重点管理項目≫

   事業者責任遂行の推進

≪重点管理項目≫ ≪東京支店重点管理項目≫

1． 墜落・転落災害の防止 7．重量物取扱い作業による災害の防止

2． 建設機械・クレーン等災害の防止

3． 崩壊・倒壊災害の防止

4． 熱中症・健康障害の予防

5． 労災かくしの防止

6． 公衆災害・第三者災害等の防止

安全衛生管理水準向上施策

Ⅰ． 安全衛生管理体制の強化

Ⅱ． 危険感受性の向上

Ⅲ． 快適職場形成の推進

度 数 率 ０ . ０ を 達 成

全 度 数 率 ２ . ５ 以 下 を 達 成

ゼ　ロ

１５件以下

６,１００,０００時間延 労 働 時 間 予 測

死 亡 ・ 重 大 （ 重 篤 ） 災 害

“ 今日も一日無災害 ”

ゼ ロ

０ ． ０

２ ． ５ 以 下

度 数 率

全 度 数 率

休 業 度 数 率 ０ ． ６ 以 下

休業度数率０．６以下を達成 ３件以下
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資料

① 「誓約書」の提出管理と記載内容の重要性及び後次協力 ① 「誓約書」記載内容の理解と遵守及び後次協力会社への 資-1-2
会社への周知指導 周知徹底（「誓約書」は紙ﾍﾞｰｽで作業所長に提出する）

② 適正な施工体制と安全衛生管理体制の指導と点検 ② 施工体制と安全衛生管理体制の確立（法令違反ｾﾞﾛ） 資-1-1
③ すべての職長・安全衛生責任者の見える化（ﾍﾙﾒｯﾄへの ③ すべての職長・安全衛生責任者の見える化（ﾍﾙﾒｯﾄへの 資-1-3

識別標示）による事業者責任遂行の意識向上に向けた指導 識別標示）による事業者責任遂行の意識向上

④ 外国人労働者・一人親方の入場資格要件の事前確認と ④ 外国人労働者・一人親方の入場資格要件の事前確認と 資-1-1
教育強化及び適正配置の指導 教育強化及び適正配置の徹底 資-1-2

⑤ 「危険な状態では絶対に作業しない・させない」を周知 ⑤ 「危険な状態では絶対に作業しない・させない」を周知

徹底し、作業員の安全確保を最優先にした作業の指導 徹底し、作業員の安全確保を最優先にした作業の実践

⑥ ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄを取り入れた作業手順書の作成指導と確認 ⑥ ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄを取り入れた作業手順書の作成と周知徹底

⑦ 勝手な作業手順の変更禁止と作業手順変更時の作業 ⑦ 勝手な作業手順の変更禁止と作業手順変更時の作業 資-2
再開までのﾌﾟﾛｾｽ周知 再開までのﾌﾟﾛｾｽ周知及び遵守

⑧ 各次の事業主安全巡回の推進（継続作業では２回/月以上） ⑧ 各次の事業主安全巡回の強化

① 5ｍ以上の高所作業に対する作業手順書の作成と ① 5ｍ以上の高所作業に対する作業手順書の

現地事前確認を指導 作成と現地事前確認及び決定した作業手順の遵守

② 資機材搬入等の準備・片付け作業等を含む作業ｽﾃｯﾌﾟ ② 資機材搬入等の準備・片付け作業等を含む作業ｽﾃｯﾌﾟ

毎のﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ実施と作業手順への反映の指導 毎のﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄを反映させた作業手順書の作成と

作業手順の遵守

③ 作業手順変更時の作業中断と作業手順再協議及び ③ 作業手順変更時の作業中断と元請との作業手順 資-2
内容周知による再開ﾌﾟﾛｾｽの指導 再協議及び内容周知による再開ﾌﾟﾛｾｽの遵守

④ 安全施設無断撤去・変更禁止の指導と改変作業終了 ④ 安全施設無断撤去・変更禁止の遵守と改変作業終了 資-3
後即時復旧の確認、「安全施設一時撤去・変更申請書」の 後即時復旧の徹底、「安全施設一時撤去・変更申請書」の

作成指導・確認 作成・提出

⑤ 新規構造規格に適合した墜落制止用器具（安全帯）の ⑤ 新規構造規格に適合した墜落制止用器具（安全帯）の

使用の指導 使用の徹底

⑥ 作業床高さや作業床等の条件に応じた適切な墜落制止用 ⑥ 作業床高さや作業床等の条件に応じた適切な墜落制止用 資-4
器具（安全帯）の選定・使用方法の指導 器具（安全帯）の選定・適正使用の徹底

⑦ 協力会社に提供する仮設設備の事前確認と使用条件の ⑦ 使用する仮設設備の事前確認と不具合のある場合、

確実な伝達 元請への報告と改善後の作業開始の徹底

⑧ 「落ちるな・落とすな　まず確認！」横断幕の掲示による ⑧ 「落ちるな・落とすな　まず確認！」横断幕の主旨理解と 資-5
墜落災害防止の重要性啓蒙 墜落災害防止措置の徹底

① 着工時速やかな開口部等の特定と『作業所長方針 ① 『作業所長方針 墜落防止安全対策』の作業手順への 資-6
墜落防止安全対策』の策定・周知及び工程進捗に 反映と遵守、現地KY活動時、床端部や開口部周辺

合わせた対策の見直し 作業の安全対策確認

② 解体・改修工事における墜落危険箇所の事前現地確認、 ② 解体・改修工事における墜落危険箇所の事前現地確認、

工事の進捗に伴って発生する開口部等の特定と具体的 工事の進捗に伴って発生する開口部等の特定と具体的

対策の策定 措置の遵守

③ 「墜落・転落災害防止ﾁｪｯｸｼｰﾄ」を活用した月例点検と ③ 「墜落・転落災害防止ﾁｪｯｸｼｰﾄ」に基づいた法令、 資-7
法令違反、社内ﾙｰﾙ違反防止の指導 社内ﾙｰﾙの遵守

① ① 統一ﾎﾟｽﾀｰ「やってはいけない危険な作業」や新規入場者

入場者教育、実演指導等による使用ﾙｰﾙの周知 教育、実演指導等を活用した使用ﾙｰﾙの遵守

② 原則、高さに関係なく、手掛かり棒、感知ﾊﾞｰ、端部 ② 原則、手掛かり棒、感知ﾊﾞｰ、端部感知板付可搬式

感知板付可搬式作業台の使用指導 作業台の使用と始業前点検の徹底

③ 作業に適した可搬式作業台の選定と脚立型可搬式 ③ 作業に適した可搬式作業台の選定と脚立型可搬式 資-8
作業台の作業所長許可制の指導 作業台の作業所長許可制の遵守

④ 作業床高さ1m以上の天台への手すり設置の徹底と ④ 作業床高さ1m以上の天台への手すり設置の徹底と

高さ1m未満での注意喚起等墜落防止措置の指導 高さ1m未満での注意喚起等墜落防止措置の徹底

⑤ 可搬式作業台、天台等昇降時における「3点支持」の指導 ⑤ 可搬式作業台、天台等昇降時における「3点支持」の遵守 資-9
⑥ 可搬式作業台への啓蒙資料視聴用QRｺｰﾄﾞ設置と ⑥ 可搬式作業台に設置されたQRｺｰﾄﾞの読み取り等

啓蒙資料活用の指導 啓蒙資料活用の徹底

⑦ 可搬式作業台の不適切使用の見逃し・見過ごしのない ⑦ 可搬式作業台の不適切使用の見逃し・見過ごしのないよう

よう管理責任者の選任指導と現地確認 管理責任者の選任と現地確認の徹底

① 危険作業事前検討会の確実な実施及びﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄを ① 職長の参画による危険作業事前検討会の確実な実施

反映させた作業計画の策定と関係者への周知 及びﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄを反映させた作業手順書の作成と決定

事項の遵守

② 担当社員・職長による足場組立完了後の安全性・機能性の ② 職長と実際に使用する作業員による足場組立完了後の

現地確認（点検記録含む） 安全性・機能性の現地確認（点検記録含む）

③ 作業開始前や異常気象後の足場の点検者の指名と ③ 作業開始前や異常気象後の足場の点検者の指名と

点検者名の記録を指導 点検者名の記録の徹底

① 法肩の手すり・中さん等の墜落防止設備の先行設置の ① 法肩の手すり・中さん等の墜落防止設備の先行設置の

指示と設置状況の確認 徹底

② 法肩に手すり・中さん・巾木が設置できない場合の墜落 ② 法肩に手すり・中さん・巾木が設置できない場合の墜落

制止用器具（安全帯）取付設備の整備と墜落した場合の 制止用器具（安全帯）使用徹底と墜落した場合の救助

救助措置の策定 措置の周知

③ 法肩部等の墜落防止設備の無断変更禁止の指導 ③ 法肩部等の墜落防止設備の無断変更禁止の徹底

事 業 者 責 任 遂 行 の 推 進
【 最 重 点 管 理 】

共 通

1.墜落・転落
災 害 の 防 止

重点管理項目 作業・状況等
重　点　実　施　事　項

作業所が実施する事項 協力会社が実施する事項

統一ﾎﾟｽﾀ-「やってはいけない危険な作業」掲示や新規

開口部周辺
及び床端部
（鉄骨梁・
木造構造物・
地中梁天端
含 む ） に
おける作業

足 場 組 立
（ 改 造 ）
解 体 作 業

可搬式作業台
・ 脚 立 等
で の 作 業

法 面
（擁壁含む）
で の 作 業
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資料
重点管理項目 作業・状況等

重　点　実　施　事　項

作業所が実施する事項 協力会社が実施する事項

④ 法面近傍での重機作業に対して、地盤強度の事前確認 ④ 法面近傍での重機作業に対して、地盤強度の事前確認

と走行範囲の限定等を含む作業計画の指導と実施 と走行範囲の限定等を含む作業計画の策定と作業

状況の確認 手順の遵守

⑤ 法面・擁壁天端等における作業時・移動時の有効な ⑤ 法面・擁壁天端等における作業時・移動時の有効な

墜落防止対策の策定と実施状況の確認 墜落防止対策の遵守と現地確認の徹底

① 危険作業事前検討会でのｲﾚｷﾞｭﾗｰ部の抽出と周知会・ ① 危険作業事前検討会に職長が参画し、ｲﾚｷﾞｭﾗｰ部の

見直し会での決定内容の確実な伝達と作業手順の合意 抽出と周知会・見直し会での決定内容の周知、作業

手順の遵守と現地確認の上で作業を開始

② 仮ﾎﾞﾙﾄ以外に控えﾜｲﾔや仮設支柱等により仮組みを行う ② 仮ﾎﾞﾙﾄ以外に控えﾜｲﾔや仮設支柱等により仮組みを行う 資-10
場合、架構成立までの一連の作業手順を指導・周知 場合、架構成立までの一連の作業手順の確認と遵守

③ 作業手順変更時、作業所長許可制の周知と指導 ③ 作業手順変更時、作業所長許可制の遵守

① ﾃﾞｯｷ敷設未完了部への関係者以外立入禁止の周知と ① ﾃﾞｯｷ敷設未完了部への関係者以外立入禁止措置と

ﾃﾞｯｷ端部での踏み抜き防止対策の策定 ﾃﾞｯｷ端部での踏み抜き防止対策の遵守

② 未固定（仮敷き）ﾃﾞｯｷ上での作業、歩行禁止の指導 ② 未固定（仮敷き）ﾃﾞｯｷ上での作業、歩行禁止の遵守

③ 親綱・水平ﾈｯﾄ・作業通路・ﾃﾞｯｷ敷設時の安全施設計画 ③ 親綱・水平ﾈｯﾄ・作業通路等ﾃﾞｯｷ敷設時の安全施設の

の策定と維持管理の指導 設置と維持管理の徹底

④ ﾃﾞｯｷ上への資機材積載計画（補強方法含む）の策定と ④ ﾃﾞｯｷ上への資機材積載計画内容と現地状況の事前

積載荷重表示の確認 確認及び積載荷重表示の遵守

⑤ 他職種の作業が可能であることの確認と現地表示 ⑤ ﾃﾞｯｷ敷設完了後の自主検査実施と他職種の作業が

可能であることの現地表示の遵守

① 車輌系建設機械・荷役運搬機械・移動式ｸﾚｰﾝ（ﾕﾆｯｸ ① 車輌系建設機械・荷役運搬機械・移動式ｸﾚｰﾝ（ﾕﾆｯｸ 資-11
含む）・高所作業車等の作業計画書作成と作業開始前 含む）・高所作業車等の作業計画書作成と作業開始前 資-12
の関係者への周知の指導 の関係者への周知徹底、決定事項の遵守

② 全ての車輌系建設機械・荷役運搬機械に衝突防止措置 ② 全ての車輌系建設機械・荷役運搬機械に衝突防止措置

設置の指導（自動停止・警報ﾌﾞｻﾞｰ・接触防止ﾊﾞｰ等） 設置の遵守（自動停止・警報ﾌﾞｻﾞｰ・接触防止ﾊﾞｰ等）

③ 台風など強風によるﾀﾜｰｸﾚｰﾝ倒壊防止対策の策定と ③ 台風など強風によるﾀﾜｰｸﾚｰﾝ倒壊防止対策を元請・

関係部門・協力会社との合意、協力体制の確立 関係各社と合意、協力体制の確立

④ ｸﾚｰﾝ等の安全装置（巻過防止装置等）の改造・無効化 ④ ｸﾚｰﾝ等の安全装置（巻過防止装置等）の改造・無効化

禁止の指導 禁止の遵守

⑤ 『この機械の運転者は私です』表示による運転者の見え ⑤ 『この機械の運転者は私です』表示による運転者の見え

る化の指導 る化と安全宣言によるﾙｰﾙの遵守

① 建設機械等の稼働範囲の作業区画と立入禁止措置の ① 建設機械等の稼働範囲の作業区画と立入禁止措置の

指導（区画設置不可の場合、誘導員配置を指導） 徹底（区画設置不可の場合、誘導員配置を徹底）

② 法面近傍における重機の転落防止対策策定と下方立入 ② 法面近傍における重機の転落防止対策と下方立入禁止

禁止措置の指導 措置の遵守

③ 作業環境に応じたはさまれ・巻き込まれ防止のための ③ 作業環境に応じたはさまれ・巻き込まれ防止のための 資-13
工学的・管理的対策の策定と実施の確認 工学的・管理的対策の遵守

① 作業状況に応じた『玉掛け3・3・3＋1運動』実践の指導 ① 作業状況に応じた『3・3・3＋1運動』の実践 資-14
② 玉掛用具の状態・玉掛方法・能力等の作業開始前 ② 玉掛用具の状態・玉掛方法・能力等の作業開始前

点検と適正使用の指導 点検と適正使用の徹底

③ 作業範囲内への立入禁止措置と吊荷下の人払い・ ③ 作業範囲内への立入禁止措置と吊荷下の人払い・

退避方法の指導（警笛の使用） 退避方法の遵守（警笛の使用）

④ 作業環境に応じたはさまれ・巻き込まれ防止のための ④ 作業環境に応じたはさまれ・巻き込まれ防止のための 資-13
工学的・管理的対策の策定と実施の確認 工学的・管理的対策の遵守

⑤ 吊荷が接触や強風によって絶対に落ちない玉掛方法の ⑤ 吊荷が接触や強風によって絶対に落ちない玉掛方法の

指導と確認（複数の荷の緊結、ｶｺﾞ・ﾓｯｺの使用等） 徹底（複数の荷の緊結、ｶｺﾞ・ﾓｯｺの使用等）

⑥ てんかん等一過性意識消失の既往歴のあるｵﾍﾟﾚｰﾀの ⑥ てんかん等一過性意識消失の既往歴のあるｵﾍﾟﾚｰﾀの

入場禁止指導 事前確認と入場禁止の遵守

⑦ ﾍﾞﾙﾄｽﾘﾝｸﾞは原則持込禁止であることの周知と作業所長 ⑦ ﾍﾞﾙﾄｽﾘﾝｸﾞは原則持込禁止であることの徹底と作業所長 資-15
許可による現地・現物確認 許可条件の厳守

① 高所作業車の転倒防止対策と資機材の飛来・落下防止 ① 高所作業車の転倒防止対策と資機材の飛来・落下防止

対策が反映された作業計画策定の指導 対策を反映した作業計画書の作成と決定事項の遵守

② ﾃﾞｯｷや段差部等への進入防止のための工学的対策 ② ﾃﾞｯｷや段差部等への進入防止のための工学的対策の

策定と維持管理の指導 事前確認と現地KYの実践

① 区画が設けられない場合の誘導者の選任と警笛の使用の ① 区画が設けられない場合の誘導者の選任と警笛の使用

指導 の徹底

② 1つの荷が100kg以上の積卸し作業やｵﾍﾟﾚｰﾀｰに死角が ② 1つの荷が100kg以上の積卸し作業やｵﾍﾟﾚｰﾀｰに死角が

発生する作業における作業指揮者の選任の指導 発生する作業における作業指揮者の選任

③ 荷吊り等の用途外使用禁止の指導 ③ 荷吊り等の用途外使用禁止の徹底

④ 『ﾌｫｰｸﾘﾌﾄを使用する際は』ﾎﾟｽﾀ-掲示による遵守事項の ④ 『ﾌｫｰｸﾘﾌﾄを使用する際は』ﾎﾟｽﾀ-に記載された内容の 資-16
指導 遵守

① 資機材の取り出しやすい配置計画（水平・直角、通路等）と ① 資機材等取り出しやすい配置計画（水平・平滑、通路等）と

転倒防止対策の指導 転倒防止対策の遵守

② 作業手順変更時の作業中断と作業手順再協議及び ② 作業手順変更時の作業中断と元請との作業手順 資-2
内容周知による再開ﾌﾟﾛｾｽの指導 再協議及び内容周知による再開ﾌﾟﾛｾｽの遵守

移動式ｸﾚ-ﾝに
よ る 作 業

移動式ｸﾚ-ﾝに
よる作業

鉄 骨 建 方
作 業

ﾃ ﾞ ｯ ｷ敷設等
作 業

共 通

1.墜落・転落
災 害 の 防 止

2. 建 設 機 械
ｸ ﾚ - ﾝ 等
災 害 の 防 止

ﾌ ｫ ｰ ｸ ﾘ ﾌ ﾄ
に よる作業

建設機械等と
人 と の
混 在 作 業

法 面
（擁壁含む）
で の 作 業

高所作業車
による作業

3.崩壊・倒壊
災 害 の 防 止

共 通
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資料
重点管理項目 作業・状況等

重　点　実　施　事　項

作業所が実施する事項 協力会社が実施する事項

共 通 ③ 全ての支保工についてｺﾝｸﾘｰﾄ打設前検査の実施と記録 ③ 全ての支保工についてｺﾝｸﾘｰﾄ打設前の点検実施と記録

① 法令を遵守した型枠支保工計画図の作成と実施状況の ① 型枠支保工計画の決定事項の遵守とﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄを取り

確認 入れた作業手順書の作成及び作業手順の遵守

② 建込中の型枠倒壊防止対策の策定と実施状況の確認 ② 建込中の型枠倒壊防止対策の遵守

③ S造・PC造等のﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ無支保工化計画の策定 ③ S造・PC造等のﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ無支保工化計画に基づいた 資-17
（中間支保工の工事部長許可制） 施工図作成と実施状況の確認

① 土質調査に基づく地山掘削・山留支保工計画の策定と ① 土質調査に基づく地山掘削・山留支保工計画の決定

実施状況の確認 事項の遵守とﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄを取り入れた作業手順書の

作成及び作業手順の遵守

② 山留・地山等変位の日常点検と管理値に迫った場合の ② 山留・地山等の日常点検の実施と異変があった場合の

立入禁止措置と避難誘導や補強方法の策定と周知 速やかな元請への報告及び立入禁止措置の励行

① 事前の現地・現物・現実確認（構造・ｲﾝﾌﾗ・周辺近隣等） ① 事前の現地・現物・現実確認（構造・ｲﾝﾌﾗ・周辺近隣等）

による危険箇所を反映した作業計画の策定と協力会社 による危険箇所を反映した作業計画書の作成と作業

との作業手順の合意 手順の遵守

② 作業環境に応じたはさまれ・巻き込まれ防止のための ② 作業環境に応じたはさまれ・巻き込まれ防止のための 資-13
工学的・管理的対策の策定と実施の確認 工学的・管理的対策の遵守

③ 「解体工事ﾉｳﾊｳ集」等を活用し「ﾘｽｸ管理ｼｰﾄ」による ③ 「解体工事ﾉｳﾊｳ集」等を活用し「ﾘｽｸ管理ｼｰﾄ」による

具体的な作業手順の策定と実施状況の確認 具体的な作業手順の策定と決定事項の遵守

④ 作業所長方針（解体工事編）の作成と内容の周知 ④ 作業所長方針（解体工事編）の記載内容遵守

⑤ 「解体工事十二戒」ﾎﾟｽﾀｰの掲示によるやってはいけない ⑤ 「解体工事十二戒」ﾎﾟｽﾀｰ記載内容の遵守 資-18
危険な作業の指導

⑥ 解体工事専門会社独自のｽﾛｰｶﾞﾝ横断幕の掲示による ⑥ 解体工事専門会社独自のｽﾛｰｶﾞﾝ横断幕の掲示による

事業者責任の見える化 事業者責任の意識向上

① 体調不良者の医療機関への早期搬送の指導（休息・ ① 体調不良者の元請への早期申告の徹底（休息・様子見 資-19
様子見の禁止） の禁止）

② 法定健康診断の確実な受診と異常所見者へのﾌｫﾛｰの ② 法定健康診断の100%受診と異常所見者へのﾌｫﾛｰ及び

継続的な指導 人員配置や労働時間短縮等の措置励行

③ 職長による既往歴・現病歴者の把握と適正配置の指導 ③ 職長による既往歴・現病歴者の把握と適正配置の徹底

④ 朝食摂取の重要性の周知と健康KYの指導強化 ④ 朝食未摂取作業員等の健康KYの活用による個別指導と

適正配置の励行

⑤ 作業に適した保護ﾒｶﾞﾈ・ﾏｽｸ等の着装の指導と実施 ⑤ 作業に適した保護ﾒｶﾞﾈ・ﾏｽｸ等の着装の徹底※ｺﾞｸﾞﾙ型

状況の確認※ｺﾞｸﾞﾙ型保護ﾒｶﾞﾈ着装を推奨 保護ﾒｶﾞﾈを優先選定

⑥ 「食べる熱中症予防ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ」の積極的推進 ⑥ 「食べる熱中症予防ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ」の趣旨理解と積極的参加 資-20
（5～9月） （5～9月）

① 各安全施工ｻｲｸﾙや災害防止協議会時に労災かくしは犯罪 ① 各安全施工ｻｲｸﾙや災害防止協議会時に労災かくしは

であることの教育の実施と労災かくしを排除する環境の 犯罪であることの教育の実施と労災かくしを排除する

醸成 環境の醸成

① 「労災かくしは犯罪です」ﾎﾟｽﾀｰ掲示と小さなｹｶﾞでも必ず ① 小さなｹｶﾞでも必ず報告することの徹底 資-21
報告することの指導

② 「作業員就労及び終了（無災害）報告書」の所属会社毎の ② 「作業員就労及び終了（無災害）報告書」の所属会社毎の 資-22
記録の指導と災害の有無の確認 記録と災害の有無の確認

① 資機材の取り出しやすい配置計画（水平・直角、通路等）と ① 資機材等取り出しやすい配置計画（水平・直角、通路等）と

転倒防止対策の指導 転倒防止対策の遵守

② 着工時速やかな『作業所長方針 第三者安全対策』の策定と ② 『作業所長方針 第三者安全対策』に基づく作業手順への

工程進捗に合わせた対策の見直しの実施 反映と遵守、現地KY活動時、飛来・落下防止対策の確認

③ 強風等異常気象に対する足場・ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ・仮囲・ｹﾞｰﾄ等の ③ 強風等異常気象に対する足場・ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ・仮囲・ｹﾞｰﾄ等

倒壊防止対策を事前に策定し気象情報確認による対策の の倒壊防止対策の遵守と気象情報確認による協力体制の

早期実施 早期対応

④ 「落ちるな・落とすな　まず確認！」横断幕の掲示による ④ 「落ちるな・落とすな　まず確認！」横断幕の主旨理解と 資-5
落下災害防止の重要性啓蒙 落下災害防止措置の徹底

① ①

確認と作業手順の策定 位置確認と作業手順の遵守

② 架空電線、鉄道近接作業に対する注意喚起表示（見える化） ② 架空電線、鉄道近接場所に対する注意事項等ﾙｰﾙの

設置と保守管理 遵守（独自判断の禁止）

① 100kg以上の重量物取扱作業（運搬・揚重・設置等）における ① 100kg以上の重量物取扱作業（運搬・揚重・設置等）に 資-23
危険作業事前検討会の開催と決定事項の周知の指導

遵守

② 台車運搬作業における段差・ｽﾛｰﾌﾟ・偏心荷重等による荷の ② 台車運搬作業における段差・ｽﾛｰﾌﾟ・偏心荷重等による荷

崩壊、台車の転倒等防止対策の策定と実施状況の確認 の崩壊、台車の転倒等防止対策の遵守

③ 人力運搬する資機材の重量の把握と一人当たり25kg程度 ③ 人力運搬する資機材の重量の把握と一人当たり25kg程度

以下の負担に抑える人員配置の指導 以下の負担に抑える人員配置の徹底

④ 男性が人力で取扱う重量は体重の40%以下の指導 ④ 男性が人力で取扱う重量は体重の40%以下の遵守

（女性は男性の60%） （女性は男性の60%）

おける危険作業事前検討会への職長参画と決定事項の

埋設管等の事前調査、手堀り試掘調査等による埋設物位置 埋設管等の事前調査、手堀り試掘調査等による埋設物

型枠支保工他
組立・解体
作 業

地 山 掘 削
山止め作業

建 物 解 体
工 事

教育の徹底

7. 重 量 物
取扱いによる
災 害 の 防 止

共 通

災害発生時の
報 告 関 係

5.労災かくし
の 防 止

物体の飛来
落下の防止

埋設管、架空線
鉄道近接作業等
の 点 検 ・ 調 査
の 徹 底 関 係

6. 公 衆 災 害
第 三 者 災 害
等 の 防 止

3.崩壊・倒壊
災 害 の 防 止

4. 熱 中 症
健 康 障 害 の
予 防

健 康 状 態
確 認
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重点管理項目 作業・状況等 資料

① 「誓約書」の記載内容の周知と事前提出の確認 ① 「誓約書」事前提出と記載内容の遵守 資-24
② 「施工体制等安全衛生関係書類ﾁｪｯｸｼｰﾄ」を使用した点検 ② 施工体制等安全衛生関係書類の適時提出と虚偽記載

による安全衛生管理体制の確認 禁止の遵守

③ 「施工体制確認票」を使用した点検による各次の職長・ ③ 人員変更時の各次の職長・安責者の配置の確認 資-25
安責者の配置の確認

④ 災害防止協議会等での職長・安責者の職務について継続的 ④ 自社及び2次・3次協力会社の職長・安責者の責務に

な指導の実施 ついて継続的な教育の実施

① 「よく確かめて 現場入場お断り」施工体制確認ﾎﾟｽﾀ-掲示と ① 施工体制の最適な計画と重層下請構造の削減による 資-26
確認の徹底（4次以降は原則入場禁止） 安全性の確保（4次以降は原則入場禁止）

② 職長・安責者資格条件の支店ﾙｰﾙ周知と協力会社への ② 職長・安責者資格条件の支店ﾙｰﾙ遵守と関連各社への

指導強化 周知徹底

③ 作業員就労報告書の所属会社ごとのｼｰﾄ分けと各自の職長・ ③ 作業員就労報告書の所属会社ごとのｼｰﾄ分けと各自の

安責者常駐配置の確認 職長・安責者常駐配置の遵守

④ 「職長・安責者教育」修了5年経過者へ「能力向上教育」 ④ 「職長・安責者教育」修了5年経過者へ「能力向上教育」

受講の指導 受講の推進

⑤ 全ての職長の識別標示（ｶｰﾄﾞﾎﾙﾀﾞｰ）着装による「見える化」 ⑤ 全ての職長の識別標示（ｶｰﾄﾞﾎﾙﾀﾞｰ）着装による「見える 資-27
と事業者責務遂行の指導 化」と事業者責務遂行の徹底

① 入場届出書類の一週間前迄の提出指導と在留ｶ-ﾄﾞ本証に ① 法令を遵守した外国人労働者の雇用と配置及び入場届出 資-28
よる本人確認・不法就労の防止（出入国在留管理庁ｱﾌﾟﾘの 書類の一週間前迄の提出の遵守（出入国在留管理庁

活用） ｱﾌﾟﾘの活用）

② 作業所長面談による受入れ ② 事業主による雇用面談と雇入通知書の発行

③ 日本語理解力に応じたﾊﾞﾃﾞｨ（相棒）制度の周知と確認 ③ 日本語理解力に応じた継続的な教育と選任ﾊﾞﾃﾞｨ（相棒） 資-29
（ｶｰﾄﾞﾎﾙﾀﾞｰによる見える化） の配置（ｶｰﾄﾞﾎﾙﾀﾞｰによる見える化）

④ ﾍﾙﾒｯﾄへの識別表示による技能実習生の見える化と積極的 ④ 技能実習生のﾍﾙﾒｯﾄへの識別表示による見える化と周囲の 資-30
な声掛け指導（技能実習生；黄色地新規入場ｼ-ﾙ） 支援励行（技能実習生；黄色地新規入場ｼ-ﾙ）

① 「労災保険の特別加入」確認後の入場許可を指導 ①

② 給与水準に見合った給付基礎日額による労災保険特別加入 ② 給与水準に見合った給付基礎日額による労災保険特別 資-31
の指導 加入の指導と確認及び短期雇用契約等雇用条件の変更

③ ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞｼ-ﾄ上における支店・作業所間の一人親方就労に ③ 一人親方就労に関する情報の作業所への早期報告の遵守

関する双方向管理の実施

④ 一人親方専用新規入場者ｼ-ﾙ使用による「見える化」の指導 ④ ﾍﾙﾒｯﾄへ一人親方専用新規入場者ｼ-ﾙを貼付け見える化 資-30
（一人親方；緑線新規入場者ｼ-ﾙ）

（一人親方；緑線新規入場者ｼ-ﾙ）

⑤ 「職長・安責者教育」（再教育）受講の指導 ⑤ 「職長・安責者教育」（再教育）受講の確認及び推進

⑥ ⑥

① 新規入場者教育時等における未熟練工に対する教育強化 ① 雇入れ時教育を含め未熟練工に定期的な教育、KY活動

等の強化

② 経験・技量に合った作業内容とﾊﾞﾃﾞｨ制度等の単独作業を ② 経験・技量に合った作業内容とﾊﾞﾃﾞｨ制度等の単独作業を 資-32
させない為の適正配置指導 させない為の適正配置の徹底

③ 現地における作業状況の確認指導と声掛けによる激励 ③ 熟練作業員による気配り・目配りのある指導の実践

及び指導 （ﾎｳ・ﾚﾝ・ｿｳのおひたし）

外国人労働者
の管理・支援

安 全 衛 生
管 理 体 制 の
強 化

2024年度 東京支店 安全衛生管理水準向上施策
作業所が実施する事項 協力会社が実施する事項

共　　　通

職長・安責者
の適正配置

未 熟 練 工
へ の
指導・支援

一 人 親 方
へ の
指導・支援

「労災保険の特別加入」の指導と確認徹底

を励行し周囲の支援を促進

事前の入場申請書類の1週間前提出の指導 事前の入場申請書類の1週間前提出の遵守
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重点管理項目 作業・状況等 資料作業所が実施する事項 協力会社が実施する事項

① 作業所長「私の安全宣言」ﾎﾟｽﾀｰの作業所内掲示による ① 作業所長「私の安全宣言」ﾎﾟｽﾀｰ記載事項の遵守 資-33
安全意識の高揚と災害の風化防止

② 作業所長ｸﾗｽによる新規入場者教育の実施 ② 作業所長の思いを共有した災害防止活動の推進

③ 風通しの良い職場形成にむけた作業所長による職長との ③ 風通しの良い職場形成にむけた職長と作業所長との

個別面談 個別面談

④ ｶﾚﾝﾀﾞｰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄへの積極的参画 ④ ｶﾚﾝﾀﾞｰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄへの積極的参画

⑤ 巡視時若手社員帯同による現地OJTの実施 －

① 安全衛生管理の基本的考え方横断幕の掲示による安全 ① 安全衛生管理の基本的考え方を理解し、それぞれの立場

意識の浸透深化の推進 で労働災害防止のための具体的な取り組みを実践する

・『人は必ずﾐｽをする　機械は必ず故障する

・『見逃すな危険な行動・危険な状態

・『ﾙｰﾙを守ればﾙ-ﾙに守られる』

・『整理整頓は安全の母　STOP！転倒災害』

・『出来ていますか？適正配置』

② 「危険な状態では絶対に作業しない、させない」支店長方針 ② 「危険な状態では絶対に作業しない、させない」支店長方針

の周知及び指導 の遵守

③ ③

による社員教育） 展開

④ 用具・工具の持込・使用に対し作業所長許可制の主旨を ④ 持込工具、用具等の使用について、作業所長許可制の

協力会社へ周知・指導 遵守と事前申請の徹底

① ﾉﾝﾃｸﾆｶﾙｽｷﾙの向上にむけたOJTの実施（あいさつ運動、 ① ﾉﾝﾃｸﾆｶﾙｽｷﾙの向上のため、あいさつ運動、ひと声かけ 資-34
ひと声かけ合い運動、指差確認等） 合い運動、指差確認等の推進

② 安全朝礼での一人KYによる訓練と服装、保護具、資格証等 ② 当事者意識を高める朝礼への参加 資-35
の点検によるﾏﾝﾈﾘ化防止

③ 作業班ごとの小ｸﾞﾙｰﾌﾟでの対話型現地KY活動の実施と ③ 作業班ごとの小ｸﾞﾙｰﾌﾟでの対話型現地KY活動の実施と 資-34
「KY自問自答ｶｰﾄﾞ」の活用の指導 「KY自問自答ｶｰﾄﾞ」の活用 資-36

④ 「忘れるな死亡・重大災害 東京支店・協力会社災害防止 ④ 「忘れるな死亡・重大災害 東京支店・協力会社災害防止 資-37
重要取組事項」・「東京支店死亡災害」ﾎﾟｽﾀｰ掲示と災害の 重要取組事項」・「東京支店死亡災害」ﾎﾟｽﾀｰ活用による 資-38
記憶風化防止の指導 作業員への教育強化

① 月1回安全衛生ﾃｽﾄの受験

② 若手社員の東京職長会活動への参画

③ 特別教育等受講による危険有害作業の安全管理の理解向上

『○○特別教育』の受講

④ 外部（建災防）講習会の受講

【統括安全衛生責任者】28歳以上

（再受講　前回受講から10年声超経過者）

【計画届等作成】26歳以上

【足場点検実務者】4～8年次

① 安全性・生産性を考慮した主要作業通路の計画とﾀｲﾑﾘｰな ① 作業通路上への資機材等の仮置き禁止の遵守と作業通路

表示 上での作業時の迂回措置の徹底

② 作業通路の周知と日常点検・整備を指導 ② 作業開始前の作業通路確認と不具合改善後の作業開始

遵守

③ 担当社員による後片付状況の確認 ③ 後片付は掃き掃除まで徹底し、担当社員の確認を受ける

① 作業所職員と職長の情報の共有化と連絡の迅速化 ① ﾊﾞｯﾄﾞﾆｭ-ｽ・ﾌｧ-ｽﾄを推進し問題の早期解決に向けた情報

② ﾍﾙﾒｯﾄ前後の名前表示を随時点検整備し、声掛けしやすい ② ﾍﾙﾒｯﾄ前後の名前表示の維持管理と声掛け励行

環境を整備

③ WEBｶﾒﾗ記録を基に協力会社と協議を行い不安全行動の ③ WEBｶﾒﾗを意識した緊張感のある作業の実践と不安全行動

撲滅を展開 の撲滅

④ 「ﾋﾔﾘﾎﾟ」の展開によるﾋﾔﾘﾊｯﾄの共有・改善 ④ 「ﾋﾔﾘﾎﾟ」のﾋﾔﾘﾊｯﾄ情報のKY活動への活用 資-34
① 職長会と協働による『挨拶から始める現場の和』活動の推進 ① 元請との協働による『挨拶から始める現場の和』活動の活性 資-39

化と行動災害の撲滅

② ②

③ ﾄｲﾚ・洗面所・休憩所等の計画的整備と維持管理の徹底 ③ ﾄｲﾚ・洗面所・休憩所等を職長会主導で快適性を向上

（原則、毎日清掃） （原則、毎日清掃）

快 適 職 場
形 成 の 推 進

作業通路整備
整理・整頓

情 報 の
共 有 化

共有化を徹底

職長会との
協 働

職長会と作業所職員の意見交換会開催（1回/月） 職長会と作業所職員の意見交換会への参画（1回/月）

危 険 感 受 性
の 向 上

安全管理の
形 骸 化 の
徹 底 排 除

社員職能毎
の安全教育

戸田建設標準集・通達総集編の理解と自社作業手順への

対話と共感
に よ る
安全意識の
高 揚

人がいなければ災害にならない』

危ないと感じたら止める・止めさせる』

本質安全化
の 推 進

戸田建設標準集・通達総集編の常備と理解向上（作業所長
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2024年4月1日

① 支店各種委員会と利友会部会、災害防止協力会
との活動をリンクさせ協働によるレベルアップを
図るため、合同委員会を隔月一回開催する。

② 利友会に各部会を配置し、それぞれの活動及び
担当者を明確にする。
また東京職長会の支援担当も配置する。

③ 利友会の研修会などの活動に必要な資料及び
講師派遣については支店施工部門が支援するが、
調整については合同委員会が図る。

④ 建築購買部部会（鳶土工、型枠、鉄筋、内装、
タイル、左官）の各活動との連携を図る。

⑤ 新パートナーシップ構築協議会は、委員長の招集
により、随時開催する。また、必要に応じてWGを
編成することができる。

【合　同　委　員　会】
齋藤建築購買3部長
村野建築工務部長
篠田事務局長
大神躯体部会長
遠藤仕上部会長
軽部設備部会長
平岩ﾘｸﾙｰﾄ部会長
能條支店次長
遠藤利友会会長
桑田安全管理部員
伊原専務理事

（安全管理部）

【新パートナーシップ構築協議会】
能條支店次長
齋藤建築購買3部長
村野建築工務部長
遠藤利友会会長
伊原専務理事

(建築購買部）
部 会 長 ：平岩（平岩塗装）
副部会長：山　 （向井建設）

生産性向上
委員会

（雄電社）
(建築環境・

品質管理部）
環境品質会議

　《組織の運営方針》

各 部 会 長：

新
パ
ー

ト
ナ
ー

シ

ッ
プ

構
築
協
議
会

平岩（平岩塗装） 栗原（東京建材工業）
総務委員会

リクルート部会
遠藤（遠藤硝子）

　(管理部）
篠田(日興社）

篠田（日興社） 高橋(裕)（高橋工業）
リクルート部会

薮（開成鉄筋） 三浦 （西原衛生工業所）

ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ
委員会

（西原衛生工業所）
部 会 長 ：大神（向井建設）
副部会長：榊　 （榊組）

ゼロ災委員会

仕上部会 (ＷＧ)

(安全管理部） 部 会 長 ：遠藤（遠藤硝子）
副部会長：増田（エース技建）

設備部会 (ＷＧ)
東
京
職
長
会

建
築
施
工
部
門
会
議

東
京
利
友
会

改善提案審査委員会 粕谷

躯体部会 (ＷＧ)

大高

（向井建設）
(品質管理部）

合
同
委
員
会

栗原(東京建材工業） 綿貫 （不二サッシ）

加藤

谷山(不二サッシ）

備後（向井建設）
平岩（平岩塗装）

榎本（浪花組） 武田（関電工）

野倉(駒井ﾊﾙﾃｯｸ） 坂本（阿野組）

(建築購買部)
(建築管理部)
(安全管理部)

東京職長会
事務局

部 会 長 ：軽部（関電工）
副部会長：宇田（東光電気工事）

職長会支援委員会 山城（玉木工務店） 赤瀬川（平岩塗装）

大高 （西原衛生工業所）

井上（大阪防水建設社） 小久保（榊組）
教育委員会

遠藤（遠藤硝子）

備後（向井建設） 佐藤（東京建材工業） 榎本(浪花組）

企画委員会 篠田（日興社）

栗原（東京建材工業）

＜企画委員＞ﾁｰﾌ

丸山安全管理2課長
斎藤安全管理部主任
才津安全管理部員

副 委 員 長：

事   務   局：

＜教育＞　ﾁｰﾌ

＜巡回＞　ﾁｰﾌ

事   務   局：
才賀（才賀組）

事務局長 事務局員

委　 員　 長：
渡邉安全管理部長

出口安全管理1課長
桑田安全管理部員
尾形安全管理部指導役

川村(奥村組興業）

委　 員　 長：
副 委 員 長：

大沼（ｲﾜｻ･ｱﾝﾄﾞ･ｴﾑｽﾞ）

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ ：
広報委員会

東
京
支
店
災
害
防
止
協
力
会

山崎（ジェコス）

後藤（ヒロセ）

Ⅴ．2024年度 利友会・災害防止協力会との各種委員会等との関連図
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No 役 職 名 職 種 会 社 名 代 表 者 名 担 当 者 名

1 会 長 鳶 ・ 土 向 井 建 設 ㈱ 遠 藤 和 彦 ←

2 副 会 長 左 官 東 京 建 材 工 業 ㈱ 栗 原 一 寿 ←

3 副 会 長 塗 装 平 岩 塗 装 ㈱ 平 岩 敏 史 ←

4 常 任 理 事
（ 事 務 局 長 ）

防 水 ㈱ 日 興 社 篠 田 秀 樹 ←

5 常 任 理 事
（会計・設備部会長）

電気設備 ㈱ 関 電 工 都 瑠 浩 司 軽 部 隆 志

6 常 任 理 事
（会計・仕上部会長）

硝 子 遠 藤 硝 子 ㈱ 遠 藤 俊 ←

7 常 任 理 事
（ 躯 体 部 会 長 ）

鳶 ・ 土 向 井 建 設 ㈱ 遠 藤 和 彦 大 神 光 司

8 理 事 衛生・空調設備 ㈱ 西 原 衛 生 工 業 所 髙 橋 静 男 三浦 慶太郎

9 理 事 鳶 ・ 土 ㈱ 才 賀 組 才 賀 孝 司 ←

10 理 事 金属製建具 不 二 サ ッ シ ㈱ 正 治 忍 太 田 裕 人

11 理 事 金属製建具 ㈱ Ｌ Ｉ Ｘ Ｉ Ｌ 太田 学 田 中 則 行

12 理 事 山 留 ヒ ロ セ ㈱ 嶺 辰 彦 戸 村 浩 樹

13 理 事 外 装 奥 村 組 興 業 ㈱ 奥 村 宣 幸 ←

14 理 事 型 枠 ㈱ 玉 木 工 務 店 菊 池 崇 菊 池 崇

15 理 事 鉄 骨 ㈱ 駒 井 ハ ル テ ッ ク 中 村 貴 任 駒 井 寛

16 理 事 左 官 ㈱ 浪 花 組 竹 田 憲 明 ←

17 理 事 解 体 ㈱ 阿 野 組 坂本 正二郎 ←

18 監 事 鉄 筋 高 橋 工 業 ㈱ 高橋 裕之介 ←

19 〃 戸田建設㈱東京支店 菅 原 千 秋 石 田 英 之

2024年04月01日

※2024年5月8日（水）定時総会にて行われる役員改選の審議結果による

Ⅵ．2024年度 戸田建設東京利友会 役員一覧（※）
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No 役 職 名 職 種 会 社 名 代 表 者 名 担 当 者 名 専門委員名

1 会 長 鳶 ・ 土 向 井 建 設 ㈱ 遠 藤 和 彦 ← 備 後 雅 弘

2 副 会 長 左 官 東 京 建 材 工 業 ㈱ 栗 原 一 寿 ← ←

3 副 会 長 塗 装 平 岩 塗 装 ㈱ 平 岩 敏 史 ← ←

4 常任理事
（企画担当）

防 水 ㈱ 日 興 社 篠 田 秀 樹 ← ←

5 常任理事
（会計担当）

左 官 ㈱ 浪 花 組 竹 田 憲 明 ← 榎 本 大 樹

6 常任理事
（会計担当）

硝 子 遠 藤 硝 子 ㈱ 遠 藤 俊 ← ←

7 常任理事
（広報担当）

鳶 ・ 土 ㈱ 才 賀 組 才 賀 孝 司 ← ←

8 理 事 電気設備 ㈱ 関 電 工 都 瑠 浩 司 武 田 司 ←

9 理 事 衛生・空調設備 ㈱ 西 原 衛 生 工 業 所 髙 橋 静 男 大 高 孝 ←

10 理 事 山 留 ヒ ロ セ ㈱ 嶺 辰 彦 戸 村 浩 樹 後 藤 興 治

11 理 事 金属製建具 不 二 サ ッ シ ㈱ 正 治 忍 谷 山 聡 ←

12 理 事 塗 装 ㈱イワサ・アンド・エムズ 増 田 聡 明 小 出 利 夫 大 沼 孝 一

13 理 事 山 留 ジ ェ コ ス ㈱ 松 井 智 幸 鎌 村 幸 輔 山 崎 務

14 理 事 外 装 奥 村 組 興 業 ㈱ 奥 村 宣 幸 ← 川 村 耕 市

15 理 事 鳶 ・ 土 白 岩 工 業 ㈱ 白 岩 正 樹 白 岩 丈 和 ←

16 理 事 解 体 ㈱ 阿 野 組 坂本 正二郎 ← ←

17 理 事 型 枠 ㈱ 榊 組 榊 仁 ← 小 久 保 実

18 理 事 型 枠 ㈱ 玉 木 工 務 店 菊 池 崇 菊 池 崇 ←

19 理 事 解 体 ゼ ク オ ス ㈱ 八武崎 有弘 ← ←

20 理 事 造 園 ㈱ 大 場 造 園 大 場 二 郎 ← ←

21 理 事 内 装 エ ー ス 技 建 ㈱ 大 野 信 広 増 田 義 直 ←

22 監 事 鉄 筋 高 橋 工 業 ㈱ 高橋 裕之介 ← ←

23 監 事 鉄 骨 ㈱ 駒 井 ハ ル テ ッ ク 中 村 貴 任 駒 井 寛 野 倉 剛 志

24 事務局長
戸田建設㈱東京支店
安 全 管 理 部 長

渡 邉 実

2024年04月01日

※2024年5月8日（水）定時総会にて行われる役員改選の審議結果による

Ⅶ．2024年度 東京支店災害防止協力会 役員一覧（※）
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2024年04月01日

No 氏 名 役 職 名 No 氏 名 会 社 名

1 菅 原 千 秋 支 店 長 1 遠 藤 和 彦 向 井 建 設 ㈱

No 氏 名 役 職 名 No 氏 名 会 社 名

1 能 條 浩 之
支 店 次 長
（ 施 工 ）

1 栗 原 一 寿 東京建材工業㈱

2 石 田 英 之
支 店 次 長
（ 管 理 ）

2 平 岩 敏 史 平 岩 塗 装 ㈱

3 村 野 謙 一 建 築 工 務 部 長 3 篠 田 秀 樹 ㈱ 日 興 社

4 佐 藤 啓 仁 建 築 工 事 1 部 長 4 遠 藤 俊 遠 藤 硝 子 ㈱

5 平 聡 嗣 建 築 工 事 2 部 長 5 軽 部 隆 ㈱ 関 電 工

6 井 熊 達 也 建 築 工 事 3 部 長 6 才 賀 孝 司 ㈱ 才 賀 組

7 増 田 和 典 建 築 工 事 4 部 長 7 戸 村 浩 樹 ヒ ロ セ ㈱

8 石 田 勲 CS 推 進 部 長 8 高 橋 裕 之 介 高 橋 工 業 ㈱

9 島 村 祐 史 建築工事技術部長 9 竹 田 憲 明 ㈱ 浪 花 組

10 菊 池 良 成
建 築 環 境 ・ 品 質
管 理 部 長

10 坂 本 正 二 郎 ㈱ 阿 野 組

11 渡 邉 実 安 全 管 理 部 長

12 齋 藤 考 一 建 築 購 買 部 長

13 長 橋 剛 志 設 備 部 長

14 中 村 匡 志
建 築 工 事
生 産 設 計 部 長

東 京 利 友 会
災 害 防 止 協 力 会

戸田建設㈱東京支店

顧 問 参 与

特 別 顧 問 特 別 参 与

Ⅷ．2024年度 戸田建設東京職長会 顧問・参与・役員一覧
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No 役 職 名 職 種 会 社 名 担 当 者 名

1 会 長 鳶 ・ 土 向 井 建 設 ㈱ 永 岡 正 行

2 副 会 長 防 水 ㈱ 日 興 社 綾 部 真 二

3 〃 金 物 ㈱ 國 井 工 務 店 菊 地 雅 之

4 幹 事 防 水 ㈱ マ サ ル 大 森 晴 夫

5 〃 電 気 設 備 ㈱ 関 電 工 岡 村 友 之

6 会 計 左 官 ㈱ 小 野 創 建 工 業 高 橋 徹

7 監 査 内 装 鉱 工 産 業 ㈱ 市 來 圭 介

8 監 査 防 水 ㈱ 日 興 社 篠 田 秀 樹

9 事 務 局 長 －
戸 田 建 設 協 力 会 社
合 同 事 務 局

伊 原 廣 和

10 事 務 局 員 元 請
戸 田 建 設 ㈱ 東 京 支 店
建 築 管 理 部

村 野 謙 一

11 〃 〃
戸 田 建 設 ㈱ 東 京 支 店
建 築 工 事 部

尾 河 浩 明

12 〃 〃
戸 田 建 設 ㈱ 東 京 支 店
建 築 工 事 部

江 口 裕 章

13 〃 〃
戸 田 建 設 ㈱ 東 京 支 店
安 全 管 理 部

丸 山 路 夫

14 〃 〃
戸 田 建 設 ㈱ 東 京 支 店
安 全 管 理 部

出 口 淳

15 〃 〃
戸 田 建 設 ㈱ 東 京 支 店
建 築 管 理 部

阿 部 寿 一

16 〃 〃
戸 田 建 設 ㈱ 東 京 支 店
建 築 管 理 部

礒 山 晃 広

17 会 計 〃
戸 田 建 設 ㈱ 東 京 支 店
建 築 購 買 3 部

服 部 隆 史

1 支 援 委 員 長 鳶 ・ 土 向 井 建 設 ㈱ 備 後 雅 弘

2 支 援 委 員 型 枠 ㈱ 玉 木 工 務 店 山 城 裕 児

3 〃 左 官 東 京 建 材 工 業 ㈱ 佐 藤 信 也

4 〃 塗 装 平 岩 塗 装 ㈱ 赤 瀬 川 孝 政

5 〃 左 官 ㈱ 浪 花 組 榎 本 大 樹

役 員

支 援 委 員
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≪東京支店重点管理項目≫

事業者責任遂行の推進

1） 事業者責任・施工体制（外国人労働者の管理・支援） 資- 1-1

2） 施工体制（一人親方の管理・支援）・誓約書 資- 1-2

3） 全ての職長・安全衛生責任者の見える化 資- 1-3

１． 墜落・転落災害の防止

1） 勝手に作業手順を変更しない 資- 2

2） 安全施設一時撤去・変更申請書／許可証 資- 3

3） 安全帯を適切に使用しましょう 資- 4

4） 落ちるな・落とすな 資- 5

5） 『作業所長方針 墜落防止安全対策』 資- 6

6） 墜落・転落災害防止チェックシート 資- 7

7） 脚立型可搬式作業台の使用は所長許可制です 資- 8

8） 可搬式作業台は適切に昇降しましょう 資- 9

9） 類似災害防止対策一覧表 資- 10

２． 建設機械・クレーン等災害の防止

1） 建設機械・クレーン等災害の防止（1） 資- 11

2） 建設機械・クレーン等災害の防止（2） 資- 12

3） 災害撲滅キャンペーン 資- 13

4） 玉掛け３・３・３プラス１運動 資- 14

5） 作業所長許可制の用具等 資- 15

6） フォークリフトを使用する際は 資- 16

３． 崩壊・倒壊災害の防止

1） S造デッキプレートの崩壊防止 資- 17

2） 解体工事十二戒　『やってはいけない危険な作業』 資- 18

４． 熱中症・健康障害の予防

1） 災害が先か？私病が先か？ 資- 19

2） 5月～9月は熱中症多発期間 資- 20

５． 労災かくしの防止

1） 小さなけがでも必ず報告　「労災かくし」は犯罪です 資- 21

2） 就労報告書は所属会社の職長さんが記入 資- 22

６． 公衆災害・第三者災害等の防止

1） 忘れるな！！　死亡・重大災害 資- 35

７． 重量物取扱い作業による災害防止

1） 重量物は危険物 資- 23

19
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≪東京支店安全衛生管理水準向上施策≫

Ⅰ． 安全衛生管理体制の強化

1） 労務安全書類提出一覧表（誓約書） 資- 24

2） 施工体制確認票 資- 25

3） よく確かめて現場入場お断り 資- 26

4） 職長さん不在では働けません 資- 27

5） 外国人を現場で就労させるには 資- 28

6） 外国人技能実習生バディ制度 資- 29

7） 新規入場者シールで作業員さんの見える化を図ろう 資- 30

8） 一人親方の皆様へ 資- 31

9） 未熟練工・技能実習生の皆様 資- 32

Ⅱ． 危険感受性の向上

1） 作業所長『私の安全宣言』 資- 33

2） ヒューマンエラー防止三運動 資- 34

3） レッグカバーではこういう怪我は防げません 資- 35

4） 作業の前には必ず一人KY（KY自問自答カード） 資- 36

5） 忘れるな死亡・重大災害 資- 37

6） 東京支店死亡災害 資- 38

Ⅲ． 快適職場の形成の推進

1） 安全の心　8つの『あ』 資- 39

≪2024年度職長・安全衛生責任者教育の開催について≫ 資- 40

≪よろず相談受付≫ 資- 41
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事業者責任遂行の推進

■事業者責任
それぞれの会社が、自社で雇用している

作業員の安全衛生管理を自らの「事業者
責任」として行い、職場における労働者の
安全と健康を確保しなければなりません。
　事業者は、工事現場において法令で定め
られた危険防止措置を実施しなければなり
ませんが、自ら実施できない場合は職長を
事業者の代行者として配置しなければなり
ません。したがって、職長には工事現場の
危険防止措置の実行義務者、即ち事業者責
任の「行為者」としての義務が課されてい
ます。

■施工体制（安全衛生管理体制）

要素になります。職長・安全衛生責任者は現場で自社の作業員に直接指揮を執り、元請や関係請負人
との連絡調整を実践するキーマンですが、危険有害業務等災害が発生しやすい作業を行う場合には、
作業主任者や有資格者の配置が法令で定められています。
　近年は労働力不足に伴い、外国人労働者が急増しています。また、労働力確保や経費削減のため、
専属的に作業員を使用するなどの偽装一人親方が社会問題になっています。さらに、建設作業員の
高齢化も業界の深刻な問題になっています。これらの作業員は災害発生率が一般の作業員より高く、
より一層の適正配置と管理強化が求められます。
●外国人労働者の管理・支援（概要）
①在留カードをアプリで偽変造をチェック
②入場予定1週間以上前に必要書類を作業所に提出

（在留資格により以下のいずれかで申請）
・外国人建設就労者建設現場入場届出書
・外国人技能実習生建設現場入場許可申請書
・外国人労働者就労届

で一人親方の場合は、関係書類の提出が必要
③入場要件可否の確認
④送り出し教育の実施
⑤日本語理解度テストの実施
⑥新規入場者教育
⑦作業所長面談
⑧日本語理解度の低い作業員にバディ選任と標示

安全の入り口である安全衛生管理体制は、建設現場における事故・災害防止を図る上で最も重要な

※永住者、定住者等で「就労制限なし」の外国人

ﾍﾙﾒｯﾄにﾊﾞﾃﾞｨの

見える化標示⇒

技能実習生用 指導者用

偽造在留カード(例）

出入国在留管理庁アプリサポートページ

事業者の権限と責任の委譲

（中小建設業特別教育協会）

店社における安全衛生管理体制(例）

資-1-1



●一人親方の管理・支援
一人親方の処遇改善および偽装請負防止のため、次の優先順位での対応が求められます。

１）労働者の働き方に近い一人親方の雇用（従業員化）
２）常用契約（一日●円）で日当を受け取っている一人親方の有期（短期）雇用
３）一人親方の労災保険特別加入と給与水準に見合った金額または、給付基礎日額10,000円以上の

選定を指導（給付基礎日額；原則として労働基準法の平均賃金に相当する額）
４）請負契約の締結（一式や日給月給的金額算出は不可）
５）職長・安全衛生責任者教育及び5年以内毎の能力向上教育（再教育）の受講指導
６）建設キャリアアップシステム（CCUS）への登録指導

※CCUS申請中の場合は入場可能ですが、申請中を証明する
帳票を提出してください。

■誓約書
新規作業所の乗り込み前に、安全衛生関係

書類をBuildee上に登録しますが、その鑑であ
る「誓約書」については、本書に社印を押印
して、然るべき立場の方が作業所長に提出して
ください。ここに記載の内容を2次、3次会社等
も含めた関係者全員が理解、遵守することで、
法令や支店ルール及びコンプライアンス等の
違反防止を徹底し事故・災害防止につなげます。

CCUS申請受付メール（例）

労働基準法・労働安全衛生法

建設業法・労働者派遣法

道路交通法・ﾀﾞﾝﾌﾟ規制法

出入国管理及び難民認定法

暴力団対策法 等

法
令
の
遵
守

労災かくし防止

虚偽記載しないことの誓約

関係下請負人

への指導と遵守

情報漏洩防止

契約期間の

定めあり（有期）

建設労働者用

常用、有期雇用型

労働条件通知書（有期雇用型）
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全ての職長・安全衛生責任者の見える化

■『見える化』実施要領

・通常1 次で契約する会社の上位に商社や代理店等が施工体制に入る場合
・取引実績がない発注者の指定会社を採用せざるを得ない場合において、1 次会社は取引実績の

ある会社とし、2 次に当該会社を入れる場合
・設備工事において2 次会社として代理店等が施工体制に入る場合

　作業員が就労している作業所においては、1次、2次、3次会社の如何を問わず、作業員の所属す
る職長・安全衛生責任者を選任し、常駐しなければなりません。全ての職長・安全衛生責任者の
「見える化」により、事業者責任の「行為者」としての職務遂行の自覚を促し、それぞれの会社の
職長・安全衛生責任者が、自社の作業員の健康と安全を確保することで、災害防止強化を図りま

※ 詰所等で加工図、加工帳を作成している型枠大工や鉄筋工等、作業員を直接指揮（監視）して
いない者は、職長の職務を果たせないため、職長・安全衛生責任者には選任しない。

※ 作業員就労及び終了報告書に記載の職長と『見える化』により識別した者が同一か確認する。
※ 職長が不在になる場合は、資格要件を確認して代理を予め選任し、代理職長に同様の『見える

化』と就労報告書への明記を行う。（職長不在のままでの作業は絶対に行わせない。）
※ 4次以上の協力会社の採用は、安全衛生管理上の観点から、止むを得ない場合を除き、極力行わ

ない。

【止むを得ない場合の例】

１次会社職長用 ２次会社職長用 ３次会社職長用

４次会社職長用 識別標示着用例 職長ﾍﾙﾒｯﾄ（青ﾍﾙ）
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勝手に作業手順を変更しない！

作業手順の変更は関係者の合意と

作業所長の許可が必要です

作業員

職 長
担当社員

相 談

このやり方じゃ無理！

危なくてやってられないよ
作業手順を変更したい

AとBの順序を

変更させてください

作業再開

合意

今の作業手順に不具合がでたら、まず作業中断

連 絡

報 告

職 長

担当社員

職 長 納得

STOP！勝手な手順変更

作業所長

作業所長
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制定　２００６年３月２８日
改訂　２０１７年４月０7日

作業所名：

協力会社名（1次）

申請事由

作業月日 月 日　（　　　　）　　

施設（場所）

対象部材

変更理由
（作業内容）

作業方法
（図示等）

【安全対策】 □立入禁止措置 □親綱設置+安全帯使用 □安全ブロック+安全帯使用

□水平ネットの設置 □監視人の配置 □注意喚起表示

□その他（ ）

許可証

【追加許可条件】

　以上許可します

作業所長名 ㊞

<許可条件>

・作業前日の連絡調整会議で他職と作業間調整を行い、申請書を提出し許可を受けること。

・許可を受けた職長は、許可証を申請場所の近くの確認し易い場所に掲示すること。

・当該作業終了後、直ちに安全施設を復旧すること。休憩等で作業中断する場合は墜落防止及び立入禁止措置を

行うこと。

・一時撤去・変更の必要が無くなったり、安全施設を復旧した時点ですぐに職員に報告を行うこと。

<フローチャート>　連絡調整⇒申請⇒許可⇒掲示⇒立入禁止措置（表示共）⇒一時撤去・変更⇒当該作業

申請者（職長・安責者名）

□一時撤去　　□変更 携帯電話番号

（　　　工区 階 通り）

安全施設一時撤去・変更申請書／許可証

⇒復旧・整備⇒職員確認⇒立入禁止措置解除⇒掲示撤去⇒申請書保管

□手摺　□ブレース　□幅木　□布板　□足場板　□階段　□タラップ
□水平ネット　□垂直ネット　□メッシュシート　□被覆ワイヤー　□親綱　□その他（ 　）

　年　　　月　　　日　（　　　）

申請日 年　　　月　　　日 （ 　　）

上記作業後の復旧・整備を確認しました
確認欄

月　　　日　（　　　）　　　：
（職員名）

（図示例）
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職

第1種；4kN以下

落下距離が大きい分

衝撃荷重も大きくなる

第2種；6kN以下

ﾌﾙﾊ-ﾈｽ型安全帯ﾗﾝﾔ-ﾄﾞｼｮｯｸｱﾌﾞｿ-ﾊﾞ

新構造規格適合ﾏ-ｸ

適合するｼｮｯｸｱﾌﾞｿ-ﾊﾞが異なります

ﾌﾙﾊ-ﾈｽ型安全帯はﾌｯｸを掛ける≪高さ≫で

安全帯を適切に使用しましょう

建地上部からﾌｯｸを掛ける 墜落の衝撃でﾌｯｸが破損、床まで墜

弱軸方向

台形ﾌｯｸを使用する安全ﾌﾞﾛｯｸ
・緊張器・親綱も同様

台形ﾌｯｸ使用基準台形ﾌｯｸの掛け方基本中の基本
衝撃荷重

ﾌｯｸが破損

腰より高いところ 腰より低い足元等

ﾌｯｸの掛け方基本中の基本

墜落の衝撃でﾌｯｸが破損、床まで墜落

ﾌｯｸが破損弱軸方向

※負担できる衝撃荷重が違います

ﾌｯｸの正しい掛け方
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【基礎工事編】 【地下躯体工事編】

【地上躯体工事編】 【外装仕上工事編】

【内装仕上工事編】 【解体工事編】

『作業所長方針　墜落防止安全対策』
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2024年度（102期）　墜落・転落災害防止チェックシート

点検日 工事長確認日

良否

〇×━

法令

則544

則544

則519

則519

則519

則526

則653

則653

則537

－

－

則638

法29

－

(法21)
(則563)

－

則194-9

則567

則540

則567

法24

則519

則519

則519

墜落制止用器具使用義務対象作業では適切な二丁掛安全帯を使用しているか
（高さ5ｍ以上ではﾌﾙﾊｰﾈｽ/二丁掛けﾌｯｸの掛替時、無胴綱状態になっていないか）

制定　2018.04.01
改訂　2024.04.01

点検者

※月中（毎月15日前後）に作業所長または作業所職員がチェックシートに基づき点検を実施する。

※担当工事長（直轄工事部長）は次月の月初に確認日を入力する。

点検内容 指摘場所 是正確認日

■ 共通事項

墜落・転落災害防止対策の優先順位が理解されているか
①本質安全化⇒②工学的対策⇒③管理的対策⇒④個人用保護具の使用

全ての高所作業においてRAを取り入れた作業手順書が作成され、決められた手順を関係者全員に周
知し、随時、作業状況の確認と見直しが行われているか

2m未満の低所においても、墜落のおそれのある作業については作業手順を策定し、作業床を設置して
いるか（鳶工含め、単管等を足掛かりにしていないか）

作業手順を変更するときや手順と違う作業を認めたとき、またはﾄﾗﾌﾞﾙが生じたときは、一旦作業を中断
させ、再度手順を協議～合意～周知した上で、作業を再開させているか

ﾃﾞｯｷ上への資機材の積載ﾙｰﾙの策定と周知が徹底され、現地の積載荷重表示があるか

「安全施設一時撤去・変更申請書/許可証」は適切に運用されているか（作業間連絡調整）

① 開口部周辺作業及び床端部における作業

手すりの無い床開口部は鋼製養生蓋が設置され、注意喚起の表示がされているか
（養生蓋のかかり代は50以上、「開口部注意」「重量」「2人で取り扱う」等の表示）

床ｽﾘｰﾌﾞは適切に養生されているか（φ300以下-ｺﾝﾊﾟﾈ、鉄板ｔ3.2、ＦＲＰ等）

開口部廻りの手すりに法違反はないか（ｈ900以上・中桟ｈ350～500・あき450以下）

外周床端部からの墜落防止対策は工程ごとに策定され、適切に安全設備が設置されているか

工区境からの墜落防止対策が策定され、そのﾙｰﾙが周知徹底されているか

ﾋﾟｯﾄ深さ２ｍ以上の開口廻りには手すり、梯子、安全ﾌﾞﾛｯｸ、表示等が設置されているか

ﾃﾞｯｷの踏み抜きによる墜落災害防止対策や作業手順が策定され、確実に実施されているか

EVｼｬﾌﾄ等開口養生仮ﾃﾞｯｷ上への高所作業車乗入れ防止は工学的対策になっているか

地中梁鉄筋上の歩行ﾙｰﾙが守られているか（通路幅400以上、ＯＫﾏｯﾄ結束、親綱等）

S造・PC造等のﾃﾞｯｷは無支保工で計画されているか（中間支保工は建築工事部長の許可制）

荷台からの墜落防止措置（昇降階段・親綱等）が設置されているか（可搬式作業台での昇降禁止）

② 可搬式作業台・移動式足場等での作業

新規入場者教育時に可搬式作業台の使用ルールを指導・記録しているか。また、各作業所の実情に合
わせた頻度で実演指導を実施しているか

脚立型可搬式作業台、脚立、高さ2ｍ以上の可搬式作業台、持込み可搬式作業台について、「使用許
可申請書/許可証」が適切に運用され、許可条件を遵守した作業が行われているか

片側直角ﾀｲﾌﾟの可搬式作業台について、直角側に感知ﾊﾞｰや注意喚起表示等、昇降禁止措置を講じて
いるか

作業床高さ１ｍ以上の天井用移動式作業台（天台）の端部には、手すり、感知柵、感知ﾊﾞｰ等を設置し
ているか（低所からの墜落でも重症化する／１ﾒｰﾄﾙは一命取る）

作業床高さ１ｍ未満の天井用移動式作業台（天台）の端部には、注意喚起のﾃｰﾌﾟ等を設置しているか

高所作業車の作業計画が策定され、計画書に基づく作業状況を確認しているか（段差等による転倒防
止、作業中の落下物による災害防止、移動・上昇中の挟まれ防止等の措置）

③ 足場上における作業

足場を使用する者は、作業開始前に部材の脱落や暴れ等の不備を点検し、不具合を是正した後に作
業を開始しているか（足場点検者名の記録共）

墜落防止対策（手すり・囲い・防網等）の策定と実施状況の確認は行われているか

④ 足場組立（改造）・解体作業

足場の組立後、異常気象（暴風・強風・大雨・大雪・地震）後の点検を実施・記録しているか

昇降施設はｽﾍﾟｰｽ上の制約がない限り階段で計画されているか（原則、ﾀﾗｯﾌﾟ禁止）

ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場・単管抱き足場では全段親綱+「ここでは安全帯を使用せよ」等の表示が実施されているか

作業床と外壁等の隙間が30㎝超の場合は防網等の墜落防止設備が全層に設置されているか（各階に
設置の場合、上下作業禁止、地上で立入禁止措置を講じているか）

⑤ 屋根・トップライト周りでの作業
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作業床の狭い

脚立型可搬式作業台使用は

作業所長の許可制です

許可を受けた狭い場所
（設備ｼｬﾌﾄやWC等）

以外での使用は禁止です

作業床が狭い可搬式作業台は

ﾊﾞﾗﾝｽを崩しやすく安定性も悪いので

広い場所での使用は許しません

開閉ﾛｯｸが解りやすい

こちらのﾀｲﾌﾟを

使用しましょう

感知枠

360°ﾀｲﾌﾟ

狭い場所 機器の上

TODA TODATODA
TODA

TODA TODA TODA
TODA

TODA
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書
式
６
③

№
建

・
土

1
建

2
建

№
建

・
土

1
建

2
建

3
建

※
本

一
覧

表
は

、
朝

礼
看

板
に

掲
示

し
、

該
当

作
業

の
開

始
日

等
、

適
宜

作
業

員
に

周
知

す
る

※
本

一
覧

表
に

記
載

の
内

容
は

、
各

種
巡

回
の

際
に

遵
守

さ
れ

て
い

る
か

確
認

し
、

「
確

認
者

」
、

「
該

当
の

有
無

」
お

よ
び

「
確

認
日

」
を

記
載

す
る

2
0
2
2
年

5
月

2
0
日

支
店

ル
ー

ル
決

定
日

2
0
2
2
年

5
月

2
0
日

■
屋

根
上

で
の

作
業

に
対

す
る

類
似

災
害

防
止

対
策

（
2
0
2
2
年

5
月

1
9
日

の
災

害
に

よ
り

策
定

）

確
認

日

2
0
2
3
年

1
1
月

3
0
日

該
当

該
当

作
業

手
順

の
変

更
は

、
元

請
社

員
・

職
長

（
作

業
主

任
者

）
と

協
議

し
、

変
更

後
の

作
業

手
順

に
つ

い
て

作
業

所
長

の
許

可
を

得
る

。
決

定
し

た
作

業
手

順
に

つ
い

て
、

現
地

に
て

関
係

者
全

員
で

周
知

会
を

実
施

し
て

か
ら

作
業

を
再

開
す

る

東
京

支
店

2
0
2
3
年

1
1
月

3
0
日

類
似

災
害

防
止

対
策

一
覧

表
（

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
）

■
鉄

骨
建

方
作

業
に

対
す

る
類

似
災

害
防

止
対

策
（

2
0
2
3
年

5
月

2
9
日

の
災

害
に

よ
り

策
定

）

支
店

ル
ー

ル
決

定
日

確
認

日

2
0
2
3
年

1
1
月

3
0
日

庇
下

地
鉄

骨
の

架
構

を
構

成
す

る
全

て
の

接
合

が
完

了
す

る
前

に
控

え
ワ

イ
ヤ

を
外

す
（

も
し

く
は

緊
張

を
緩

め
る

）
場

合
や

、
仮

支
柱

等
を

撤
去

す
る

場
合

な
ど

事
前

に
決

定
し

た
手

順
で

は
作

業
が

進
め

ら
れ

な
い

場
合

は
、

作
業

を
一

旦
中

断
す

る

確
認

者

確
認

者

屋
根

上
で

の
作

業
に

お
い

て
、

屋
根

材
や

ト
ッ

プ
ラ

イ
ト

等
踏

み
抜

き
の

可
能

性
が

あ
る

場
合

は
、

幅
3
0
c
m

以
上

の
作

業
床

を
設

置
す

る

屋
根

上
で

の
作

業
は

、
新

築
・

リ
ニ

ュ
ー

ア
ル

・
C
S
工

事
に

か
か

わ
ら

ず
作

業
計

画
書

ま
た

は
作

業
手

順
書

を
作

成
す

る

類
似

災
害

防
止

対
策

（
支

店
ル

ー
ル

）

地
組

し
た

庇
下

地
鉄

骨
と

こ
れ

に
取

合
う

鉄
骨

の
よ

う
に

、
架

構
が

複
雑

な
部

位
に

つ
い

て
は

、
危

険
作

業
事

前
検

討
会

及
び

周
知

会
で

関
係

者
全

員
が

作
業

手
順

に
つ

い
て

合
意

し
、

現
地

を
確

認
し

た
上

で
作

業
を

開
始

す
る

類
似

災
害

防
止

対
策

（
支

店
ル

ー
ル

）

更
新
：

20
24

年
12

月
20

日

制
定
：

20
16

年
  4
月

25
日
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建設機械・ｸﾚ‐ﾝ災害の防止

吊荷の移動経路・吊荷の下の人払いの徹底

ｸﾚ‐ﾝ廻りは確実な立入禁止区画の設置

用途外使用の禁止

ｵﾍﾟﾚ‐ﾀ付ﾘ‐ｽの場合はｵﾍﾟﾚ‐ﾀの資格確認

稼働範囲・立入禁止区域の明示、周知

ｸﾚ‐ﾝ機能作動中はｸﾚ‐ﾝﾓ‐ﾄﾞﾗﾝﾌﾟが点灯

敷鉄板養生

玉掛け治具の事前確認・作業状況の確認

注意

注意

巻過装置の改造禁止
2018.4.3

ﾐﾆｸﾛ‐ﾗ‐のﾜｲﾔ切断事故発生
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②3秒待つ

『荷の安定 ヨシ‼』 

③3m離れて介錯

『低速巻き上げ ヨシ‼』 

30㎝ 

①地切り30㎝で停止

『玉掛け地切り ヨシ‼』 

④介錯ﾛ-ﾌﾟを
手離したのを確認し

『高速巻き上げ ヨシ‼』 
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左下腿挫創・左足関節捻挫

資材前方を確認しなかった誘導者右足舟状骨骨折・右踵骨骨折

被災者

被災者

転倒したｱﾙﾐ製ｶｺﾞ

進行方向を確認せず後退

資-16



≪ 東京⽀店ﾙ-ﾙ ≫

S造ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚ-ﾄの崩壊防⽌
〜 ﾌﾗｯﾄﾃﾞｯｷの中間⽀保⼯を失念し、ｺﾝｸﾘ-ﾄ打設時にﾃﾞｯｷが崩壊 〜

2016.7.20 ⼾東安管発第94-15号・2022.3.15 ⼾東安管発第99-36号

1.床型枠⽤ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚ-ﾄの無⽀保⼯化
①S造・PC造等のﾃﾞｯｷﾌﾟﾚ-ﾄは、原則 無⽀保⼯で計画すること。
②やむを得ず中間⽀保⼯を設置する場合は、建築⼯事部⻑の許可を得ること。

2.建築⼯事部⻑許可計画の報告
当該計画はｾﾞﾛ災委員会で報告すること。

3.危険作業事前検討会及び巡回時点検の実施
作業計画及び計画図書を危険作業事前検討会で確認し、巡回時にその実施状況を
確実に点検すること。

4.中間⽀保⼯設置部のﾏ-ｷﾝｸﾞ
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚ-ﾄ施⼯会社は中間⽀保⼯の必要なﾃﾞｯｷﾌﾟﾚ-ﾄ上に、ｽﾌﾟﾚ-等でﾏ-ｷﾝｸﾞし担
当社員が確認を⾏うこと。

5.「ｺﾝｸﾘ-ﾄ打設計画書」での型枠支保工の打設前安全確認
単なる紙上のﾁｪｯｸに留まらないよう、必ず現地・現物を確認して帳票への記載を
⾏うこと。

6.監督署への届出
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚ-ﾄの中間⽀保⼯についても、建設⼯事計画届や機械等設置届等の法令に
基づく届出が必要であるので、社内審査を受審の上、遅滞なく提出すること。

ﾌﾗｯﾄﾃﾞｯｷ崩壊→ｺﾝｸﾘ‐ﾄ落下状況

設置されなかった中間⽀保⼯

清掃作業中

ｺﾝｸﾘ‐ﾄ1.0㎥落下

発⾒者発⾒者

ﾌﾗｯﾄﾃﾞｯｷ（t0.8,H75,W600,L3500）
2016.5.28発⽣
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戸田建設株式会社東京支店　安全管理部

解体工事十二戒
『やってはいけない危険な作業』

外重心でのﾌﾞﾛｯｸ解体 ﾎﾞﾙﾄ接合部への打撃・破砕 外壁自立2層を超える壁解体

最大作業半径での破砕作業 階高の高い場所でのﾌﾞﾛｯｸ解体 ｶﾞｽ切断による内装(配管)解体

養生のない場所での価物処理
作業床のない状態での

外部養生組立・解体作業 ｶﾞﾗ投下開口直下への立入り

稼働重機近傍への立ち入り 解体重機OP任せの作業手順 強風に対する外部足場支持不足

『あっ！』と思った時は遅い！
重機では支えきれない

必ずボルトが飛散する！
図面を確認しマーキングを！

外壁の自立は
2層まで！

負荷に耐え切れず
引っ張られる！

セーバーソーで
切断しよう！

安全帯使用

建物の入隅部等で、上部に水平養生の
ある場所での処理が原則

W400以上の作業床を原則確保！
W400未満は墜落防止措置が必須

重機操作は人、人は必ずミスをする
機械は必ず故障する

だから、絶対に入らない！

大丈夫
大丈夫♪

いやもっと下を破砕しないと！

浮き上りを考慮せず
クランプが破断

１ ２ ３

最大作業半径では0.7㎥アタッチメント付で
持上げ能力1.5ｔ程度しかない

ガラ投下中でなくても
縁にあるガラが落ちて
くるので絶対NG！

開口端部に
溜まったガラ等

運転席の
反対側が死角！

６４ ５

ブロックではなく
圧砕で！

121110

９８７
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5月から9月は

具合が悪くなったら即病院へ

足りていますか 水分補給
忘れていませんか 塩分補給

こんな状態になる前に

のどの渇きを感じる前に

こまめな水分・塩分補給を

朝食を抜くと

こうなります
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小さな”けが”でも 

必ず 報告‼

現場のけがに健康保険はつかえません 
資-21



就
労
報
告
書
は
所
属
会
社
の
職
長
さ
ん
が
記
入
！
し
ま
し
ょ
う

所
属
会
社
毎
に
シ
ー
ト
を
わ
け
る
！

（
1次

・
2次

・
3次

・
一
人
親
方
等
）

職
長
・
安
責
者
は

作
業
が
あ
る
日
は
常
駐
す
る
！

作
業
終
了
後
、
ケ
ガ
や

体
調
不
良
が
な
い
か
確
認
す
る
！

自
社
の
職
長
が
サ
イ
ン
す
る
！

（
1次

会
社
が
ま
と
め
て
サ
イ
ン
は

N
G）

ポ
イ
ン
ト
①

ポ
イ
ン
ト
③

ポ
イ
ン
ト
④

ポ
イ
ン
ト
⑤

TO
D

A

TO
D

A

こ
こ
も 忘
れ
ず
に
！

担
当
者
は
記
載
内
容
を
確
認
し
て
押
印
す
る

所
属
会
社
（

1次
会
社
）

TO
D

A
TO

D
A

職
職
長
・
安
責
者
の
資
格
要
件
を
確
認
す
る
！

・
実
務
経
験

5年
以
上
か
つ

23
歳
以
上

・
「
職
長
・
安
全
衛
生
責
任
者
教
育
」
の
受
講
修
了

・
「
職
長
・
安
全
衛
生
責
任
者
教
育
」
の
受
講
か
ら

5年
以
内
に
能
力
向
上
教
育
を
受
講

ポ
イ
ン
ト
②

職
長
が
不
在
の
時
は
、

代
理
の
職
長
が
わ
か
る
よ
う
に
明
示
す
る

こ
こ
も 忘
れ
ず
に
！
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右手環指末節骨骨折

人力で横移動

3方向ﾌﾞﾗｹｯﾄ付

H150,4m,180㎏
H鋼転倒

下ﾌﾗﾝｼﾞを保持

挟まれ

ALCが転倒し作業台から共同作業者上に墜落

ALC版；,165㎏

激突

版下部900㎜に玉掛

版が梁に接触

▼B1F

25
00開

口
注

意

脱落したﾄﾗｲｽﾏｯﾄに引き込まれ頸椎損傷

ﾄﾗｲｽﾏｯﾄ；,46㎏

手前に引いた際脱落

掛り10mm

作業員A；頚部打撲・頭部打撲

作業員B；左肋骨骨折

頸椎・頸髄損傷 左示・中指不全切断、環指切断

ｱﾝｸﾞﾙ束の乗せ替え時指を切断

ｱﾝｸﾞﾙ束L65
L=2600、17本、

≒260㎏

被災者

H鋼を人力で横移動させようとして指を挟まれ
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2023.10.23

工事開始時

No. 労務安全書類の名称 様式 提出時期等
Buildeeで

提　出
紙ベース
管　理

1 施工体制台帳作成建設工事の通知 標準様式第2号 ○ -

2 誓約書 戸安様式第2号 工事着手7日前までに提出 ○
※1次会社のみ

◎
※原本を現場保管

3 確約書 戸安様式第2号-3 ○ -

4
外国人建設就労者建設現場入場届出書
外国人技能実習生建設現場入場許可申請書
外国人労働者就労届

東京支店指定書式
標準様式第1号-甲
東京支店指定書式

○ -

5 施工体制台帳 標準様式第3号 再下請負通知書を元に元請が作成 ○ -

6 再下請負通知書（変更届） 標準様式第1号-甲 工事中変更の都度、訂正又は差替 ○ -

7 下請負業者編成表 標準様式第1号-乙 再下請負通知書を元に元請が作成 ○ -

8 工事作業所災害防止協議会兼施工体系図 標準様式第4号 再下請負通知書を提出すると表示 ○ -

9 作業員名簿 標準様式第5号 増員については遅滞なく入力 ○ -

10 店社安全衛生管理計画書
戸安様式第7号
（書式は自由）

毎年策定し、支店安全管理部に
メール（PDF）で提出 - ◎

※安全ﾎﾟｰﾀﾙから印刷

11 工事安全衛生管理計画書 戸安様式第8号 工事着手7日前までに提出 ○
※1次会社のみ

◎
※Buildeeから印刷

12 通勤・連絡者使用届 戸安様式第9号 ○ -

工事中随時
様式
番号

労務安全書類の名称 様式 提出時期等
Buildeeで

提　出
紙ベース
管　理

13 月間安全衛生管理計画書 戸安様式第10号 翌月分を災防協で提出 - ◎

14
持込機械使用届
（移動式クレーン・車両系建設機械等使用届）

戸安様式第11号
都度提出
（荷役運搬機械・高所作業車を含む） ○ -

15 リース車両系建設機械持込時指示書 戸安様式第12号 都度提出 ○ -

16
持込機械使用届
（電動工具・電気溶接機等）

参考様式第6号 都度提出 ○ -

17 新規入場者アンケート（兼）送り出し教育資料 戸安様式第14号
「送り出し教育のお願い」と
「教育資料」をアンケートと共に持参 - ◎

※自筆箇所有

18 年少者就労報告書 戸安様式第15号 就労開始前に提出 ○ -

19 高齢者就労報告書 戸安様式第16号 就労開始前に提出 ○ -

20 高血圧者就労報告書 戸安様式第17号 就労開始前に提出 ○ -

21
危険物・有害物持込使用届
（有機溶剤・特定化学物質等持込使用届）

標準様式第18号 危険物・有害物持込前に提出 ○ -

22 作業員就労及び終了（無災害）報告書 戸安様式第19号 毎月提出 - ◎
※各次の会社毎に作成

23 一人親方事前提出書類 － 就労開始前に提出 ○ -

労務安全書類　提出一覧表（東京支店）
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調
査

日
；

　
1月

　
17
日
（
水
）

作
業

日
；

　
1月

　
17
日
（
水
）

1
次

会
社

名
；

尾
形

建
設

職
種

；
解

体
記

載
者

；
斎

藤
 工

事
作

業
所

名
；

安
全

第
一

ビ
ル

新
築

に
伴

う
解

体
工

事

①
1

次
会

社
（

最
上

位
会

社
）

の
職

長
は

、
原

則
、

作
業

日
当

日
の

朝
に

作
業

者
全

員
分

を
記

載
し

て
元

請
担

当
者

に
提

出
す

る
。

（
乗

り
込

み
前

や
現

場
で

の
就

労
が

な
い

場
合

は
、

1
次

会
社

の
工

事
担

当
者

が
記

載
す

る
。

）

②
-
1

 元
請

担
当

者
は

ビ
ル

デ
ィ

登
録

済
の

施
工

体
制

や
作

業
員

名
簿

等
と

相
違

が
無

い
か

を
確

認
し

、
問

題
無

け
れ

ば
右

下
の

□
に

レ
点

チ
ェ

ッ
ク

と
署

名
を

行
う

。

②
-
2

 元
請

担
当

者
は

施
工

体
系

や
作

業
員

名
簿

等
と

相
違

が
あ

り
、

実
情

と
し

て
問

題
が

あ
る

場
合

は
、

コ
メ

ン
ト

欄
へ

内
容

を
記

載
す

る
。

③
施

工
体

制
等

に
不

備
が

あ
る

場
合

は
、

作
業

所
長

が
是

正
指

示
書

を
発

行
し

、
1

次
会

社
か

ら
改

善
報

告
書

を
受

領
す

る
。

記
載

凡
例

□
施

工
体

制
に

問
題

は
あ

り
ま

せ
ん

。
（

元
請

担
当

者
；

署
名

）

１
次

●
髙

橋
　

健
一

名
前

2
次

◎
斉

藤
　

工
事

×
中

道
　

建
都

●
小

屋
　

刷
造

×
ゼ

ッ
ト

ン
×

ア
ナ
ン
ダ

※
一

人
　

唯

〇
千

葉
　

勇
気

×
大

澤
　

颯
太

〇
田

淵
　

慎
太

郎

3
次

◎
出

口
　

純
×

出
口

　
友

紀
※

鍋
倉

　
何

也
☒

中
原

　
中

也

【
注

意
事

項
】

4
次

・
土

間
工

の
よ

う
に

、
一

人
親

方
の

グ
ル

ー
プ

で
工

事
を

請
負

っ
て

い
る

場
合

は
、

誰
が

リ
ー

ダ
ー

で
あ

る
か

を
明

記
す

る
こ

と
。

◎
予

知
　

未
来

・
重

層
下

請
次

数
４

次
以

降
は

、
原

則
入

場
禁

止
で

す
。

・
「

副
」

の
配

置
は

必
須

で
は

な
い

が
、

「
正

」
の

職
長

・
安

全
衛

生
責

任
者

が
不

在
に

な
る

場
合

は
、

代
理

者
を

選
任

す
る

こ
と

●
；

安
全

衛
生

責
任

者
（

所
属

作
業

員
が

作
業

所
に

就
労

し
て

い
な

い
た

め
不

在
）

※
；

一
人

親
方

等
の

資
格

要
件

O
K

〇
；

職
長

・
安

全
衛

生
責

任
者

の
資

格
要

件
O

K
☒

；
一

人
親

方
等

の
資

格
要

件
N

G

◎
；

選
任

し
て

い
る

職
長

・
安

全
衛

生
責

任
者

（
資

格
要

件
O

K
）

×
；

職
長

・
安

全
衛

生
責

任
者

の
資

格
要

件
N

G
[一

人
親

方
等

の
資

格
要

件
]

①
職

長
・

安
全

衛
生

責
任

者
の

資
格

要
件

を
満

た
し

て
い

る

[職
長

・
安

全
衛

生
責

任
者

の
資

格
要

件
]

②
給

付
基

礎
日

額
；

給
与

水
準

に
見

合
っ

た
金

額
ま

た
は

1
0

,0
0

0
円

以
上

の
労

災
保

険
特

別
加

入

①
実

務
経

験
５

年
以

上
、

か
つ

2
3

歳
以

上
の

者
③

請
負

契
約

書
を

取
り

交
わ

し
て

い
る

②
「

職
長

・
安

全
衛

生
責

任
者

教
育

」
（

R
A

含
む

）
の

受
講

修
了

者
④

社
会

保
険

（
健

康
保

険
・

年
金

保
険

）
に

加
入

し
て

い
る

③
「

職
長

・
安

全
衛

生
責

任
者

教
育

」
受

講
か

ら
、

５
年

以
内

に
能

力
向

上
教

育
（

再
教

育
）

を
受

け
た

者

【
凡

例
】施

工
体

制
確

認
票

出
口

組
な

べ
く

ら

K
Y
興

業

尾
形

建
設

会
社

名

斎
藤

組
丸

山
工

業

◆
作

業
所

は
施

工
体

制
が

脆
弱

と
思

わ
れ

る
協

力
会

社
を

１
週

間
に

１
社

程
度

◆
安

全
管

理
部

は
毎

月
、

作
業

所
を

指
定

し
、

実
施

内
容

の
確

認
と

協
力

会
社

選
定

し
確

認
す

る
こ

と

へ
の

指
導

を
行

う

ワ
ー
ル
ド

N
A
K
A
H
A
R
A

オ
ン
リ
ー
ワ
ン

記
載

例

役
職

等

■
コ

メ
ン

ト
欄

（
施

工
体

制
に

問
題

が
あ

る
場

合
に

内
容

等
を

記
載

）

ワ
ー

ル
ド
は

施
工

体
制

の
届

出
が

さ
れ

て
い

な
い

。
ま
た

、
職

長
・安

責
者

の
資

格
要

件
を

満
た

して
い

な
い

作
業

員
の

み
が

就

労
して

い
る

。
N
A
K
A
H
A
R
A
の

一
人

親
方

は
、

職
長

・安
責

者
教

育
を

修
了

して
い

な
い

。

（
元

請
担

当
者

；
署

名
黒

子
大

類
）

20
24

.0
2.

07
 作

成
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よく確かめて

重層下請次数４次以降は

原則入場禁止です

実
さいとう
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TODA

TODA

TODA
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就
労

し
よ

う
と

し
て

い
る

外
国

人

・

②
外

国
人

労
働

者
現

場
入

場
届

出
書

提
出

※
-
1
　

出
入

国
在

留
管

理
庁

の
在

留
ｶ
ｰ

ﾄﾞ
等

読
取

ｱ
ﾌ
ﾟﾘ

を
使

用

・
災

害
等

発
生

時
の

連
絡

報
告

体
制

の
説

明

・
作

業
所

注
意

事
項

の
説

明

・
日

本
語

会
話

能
力

に
応

じ
た

適
正

配
置

と

ﾊ
ﾞﾃ

ﾞｨ
の

選
任

⑤
ﾍ

ﾙ
ﾒ
ｯ
ﾄｼ

-
ﾙ

（
黄

色
）
に

よ
る

見
え

る
化

の
実

施

③
送

り
出

し
教

育
の

実
施

⑥
建

災
防

統
一

標
識

（
4
ヶ

国
語

）
の

周
知

指
導

者
表

示
技

能
実

習
生

表
示

≪
ﾊ

ﾞﾃ
ﾞｨ

選
任

表
示

ｶ
ｰ

ﾄﾞ
ﾎ

ﾙ
ﾀ
ﾞｰ

の
着

装
≫

Ⅲ
.新

規
入

場
者

教
育

・
所

長
面

談
の

実
施 ②

在
留

ｶ
-
ﾄﾞ

又
は

特
別

永
住

者
証

明
書

に
よ

る

本
人

・
在

留
資

格
・
在

留
有

効
期

限
を

確
認

 ※
-
1

作
業

所
長

面
談

に
よ

る
日

本
語

理
解

力
の

確
認

④
ﾊ

ﾞﾃ
ﾞｨ

配
置

状
況

の
確

認

①
新

規
入

場
者

教
育

へ
の

協
力

会
社

管
理

者
立

会

③

・
就

業
許

可
を

得
て

い
な

い
留

学
生

・
観

光
目

的
で

入
国

し
た

外
国

人

入
国

管
理

局
許

可
以

外
の

職
種

に

⑦
支

店
要

請
に

よ
る

報
告

・
連

絡
会

の
参

加

・
偽

造
在

留
ｶ
ｰ

ﾄﾞ
を

所
持

し
て

い
る

外
国

人
Ⅱ

.外
国

人
労

者
者

現
場

入
場

届
出

書
提

出
・

在
留

期
限

が
切

れ
た

外
国

人

④
日

本
語

会
話

能
力

に
よ

る
ﾊ

ﾞﾃ
ﾞｨ

の
選

任

⑤
ﾍ

ﾙ
ﾒ
ｯ
ﾄｼ

-
ﾙ

（
黄

色
）
に

よ
る

見
え

る
化

⑥
建

災
防

統
一

標
識

（
4
ヶ

国
語

）
の

周
知

・
理

解

①
外

国
人

労
働

者
現

場
入

場
届

出
書

を
1
週

間
以

上
前

に
提

出

・
日

本
語

理
解

力
の

確
認

　
こ
ん
な
外

国
人

を
雇

い
入

れ
る
と

②
在

留
ｶ
-
ﾄﾞ

の
本

証
確

認
・

在
留

ｶ
ｰ

ﾄﾞ
の

本
証

確
認

　
※

-
1

③
作

業
所

長
面

談
に

よ
る

ｺ
ﾐｭ

ﾆ
ｹ

-
ｼ
ｮﾝ

能
力

の
確

認

・
在

留
資

格
の

確
認

①
事

前
確

認
・
教

育
Ⅰ

.外
国

人
労

働
者

に
関

す
る

通
知

事
項

説
明

・
技

能
実

習
計

画
の

確
認

・
ﾊ

ﾛ
-
ﾜ
-
ｸ
へ

の
雇

用
状

況
の

届
出

※
外

国
人

労
働

者
に

関
す

る
通

知
事

項

・
安

全
基

本
事

項
の

教
育

斎
司

耕

相
模

原
国

男

3
31

3
31

9

9

5
5

実
実

実
実

実
実

87
7

17

外
国

人
建

設
就

労
者

現
場

入
場

届
出

書

作
業

所

事
業

主

協
力

会
社

外
国

人
建

設
就

労
者

に
関

す
る

通
知

事
項

事
業

主

作
業

所
へ

事
前

提
出

作
業

所

管
理

者

斎
司

耕

相
模

原
国

男

3
31

3
31

9

9

5
5

実
実

ﾊ
ﾞﾃ
ﾞｨ
と
共

に
現

場
就

労

斎
司

耕
相

模
原

国
男
M

3
3

3
31

7
13 9

9

5
5

留
学

就
労

不
可

1
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実施者

外国人技能実習生受入れに際しての日本語理解度確認フロー

作業所受入れ担当者が報告内容を確認
新規入場者面談・ヒヤリングを実施し判断

作業所入場時（新規入場者教育時）に
テスト結果を事業主から受入れ担当者に報告

作業所入場前に『日本語理解度テスト』の実施
正答必須問題（№１〜８）を含む24問中
20問以上の正答で送り出しOKとする

事業者等による日本語事前教育
（つくし工房『日本語学習まんが』等を活用）

外国人技能実習生の雇用

※面談者は作業所長または作業所長に準ずる者

事

業

者

作

業

所

バディ用識別標示

（技能実習生用）

日本語OK 日本語NG

バディ用識別標示

（指導者用）

『合格』と判断した場合

バディの選任不要

技能実習1号：単独作業禁止

技能実習2号：原則、単独作業禁止

『不合格』と判断した場合

バディを選任させて入場受入れ

【バディ用識別標示】

単独作業禁止、継続して教育指導

資-29



新規入場者シールで

作業員さんの見える化を図ろう

外国人技能実習生；濃紺線黄色下地新規入場者シール

一人親方；緑線新規入場者シール

高血圧者；赤線新規入場者シール

年少者；水色線新規入場者シール

左記以外

一般シール

濃紺線白下地

資-30



一人親方の皆様へ

一人親方は個人事業主です

就労するには、職長・安責者と

同等の資格が必要です

東京支店
入場資格要件

①実務経験5年以上かつ23歳以上

②『職長・安全衛生責任者教育』受講修了者

③『職長・安全衛生責任者教育』の受講から

5年以内毎に能力向上教育を受講

④給付基礎日額は、給与水準に見合った金額
または、10,000円以上の労災保険特別加入

⑤請負契約を取り交わしている

⑥社会保険に加入している

基礎給付日額3,500円では休んだ時に

1日2,800円 しかもらえません

独身でも生活出来ません

協力会社の皆さん短期雇用もご検討してください

日給月給は

NG

TODA TODATODA
TODA

TODA TODA TODA
TODA

TODA
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未熟練工・技能実習生の皆様

東京支店ﾙ-ﾙ

危険な目にあったら
上司・職長に報告

勝手な判断はしない
指示事項以外は相談

早呑み込みしない
理解するまで質問

作業前の打合せ
作業中の声掛け

ﾙｰﾙと手順を守る

TO

ﾊﾞﾃﾞｨ

TODA TODATODA
TODA

TODA TODA TODA
TODA

TODA
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2024年度

〇〇新築工事作業所

≪私の安全宣言≫

作業所長 ； 尾形　実

君がこの現場の安全推進者だ‼

氏名；桑田　淳

入社7年目

工事長応援ﾒｯｾ-ｼﾞ

『安全は中心となる価値である』の理念を常に念頭におき
日常管理を行って下さい。危険な作業はしない・させないを忘れずに。

社員は怪我をしない

作業員は無事に家族に返す

関係者の健康・安全第一

T

TODA

TODA
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適切な服装で

ﾚｯｸﾞｶﾊﾞｰではこういう

怪我は防げません！

自分の身は自分で守りましょう

釘
ﾎｰﾑﾀｲ

ｽﾀｯﾄﾞ
ｴｯｼﾞ

全ﾈｼﾞﾎﾞﾙﾄ
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作業の前には必ず一人KY
～いつでもKY・どこでもKY～
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忘れるな！！ 死亡・重大災害 

<1> 10 月 21 日 墜落災害防止総点検日 

サポート荷下ろし用の床開口から 14.4ｍ墜落し死亡

<2> 8 月  1 日 第三者災害・公衆事故防止総点検日 

柱 Pcf 版が破損し打設中のコンクリートが外部へ流出、歩道を歩行中の第三者を直撃 

<3> 12 月  3 日 崩壊・倒壊災害防止の日 

敷地境界上のＣＢ塀解体時、塀が崩壊して頭部を挟まれ死亡 

<4> 1 月 15 日 シャフト内・隠ぺい部作業災害防止総点検日 

誤操作により上部から落下した機械式駐車用パレットに下部作業員が挟まれ２人死亡 

① 現場事務所や詰所等にポスターを掲示し、

災害の風化防止を図る。

② 作業所長は作業所で働く全ての社員、作業

員に災害の原因と災害防止のために実施

すべき事項を周知する。

③ 『死亡・重大災害は絶対に起こさない』

重点志向の安全管理を推進し「危険な

状態では絶対に作業をしない・させない」  

ことの周知徹底を図る。 
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あせるな

あいさつ

あきらめない

あつまる

あるけはしるな

ありがとう

あらそわない
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２０２４年４月吉日

戸田建設東京支店

災害防止協力会 会員各位

戸田建設東京支店災害防止協力会

２０２４年度 職長・安全衛生責任者教育の開催について

建設工事現場での労働災害防止や安全衛生管理水準の向上のためには、直接労働者を指揮する職長や、作業

間の連絡・調整を行う安全衛生責任者を育成・支援し、その職務を確実に遂行させることが重要です。

当協力会では、今年度の安全衛生管理計画に基づき、職長・安全衛生責任者に対する教育を下記のとおり開

催いたします。貴社および関係会社（後次協力会社※）に所属する対象者が確実に受講できるよう、取り計ら

いのほどよろしくお願いいたします。 ※後次（2 次・3 次）協力会社の災害の割合が高い 

■東京支店ルール

・職長並びに一人親方は、「職長・安全衛生責任者教育（2日間）」修了が必須条件

・受講後５年以内の方は、「職長・安全衛生責任者能力向上教育（再教育）」を受講

・再教育修了後５年以内の方も同様です。

記

共  通 

時 間：午前８時４５分～午後１６時３０分（集合 午前８時３０分）

定 員：３０名

会 場：飯田橋升本ビル ８階 （東京都左官工業協同組合 会議室）

講 座 別 

講 座 対 象 者 開催日 日数 受講料

職長・安全衛生責任者

教 育

新しく職長・安全衛生責任者になる方

※実務経験 5 年以上かつ 23 歳以上

2024 /  7  /  17(水 ) 
・ 18 (木) 2 日 5,000 円 

職長・安全衛生責任者

能力向上教育(再教育) 

職長・安全衛生責任者教育、及び能力

向上教育を修了し概ね 5 年経過した方 
※職長・安全衛生責任者（能力向上）

教育修了証のコピーを申込時に必ず

提出

2 0 2 4 /  9  / 1 1 ( 水 ) 

1 日 2,000 円 2 0 2 4 / 1 1 / 1 2 ( 火 ) 

2 0 2 5 /  2 /  6 ( 木 ) 

問い合わせ先 

受講資格・教育内容 東京支店安全管理部  ＴＥＬ ０３－３５３５－１５８７

受講申込手続き等  東京支店災害防止協力会事務局 ＴＥＬ ０３－３５６１－５３３２

ＦＡＸ ０３－３５６１－５３５８

E-ｍａｉｌ  todakyj@apricot.ocn.ne.jp

以上

資-40-1
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申込みから受講当日までの流れ

１． 申込み方法 

・ 受講申込書（別紙）に必要事項を記入の上、メールもしくはＦＡＸにて申込みください。

※ 定員になり次第、締切らせていただきます

２． 受講料振込み・受講券発行 

・ 事務局が担当者宛に連絡しますので、その後、下記口座へ受講料を振込みください。

・受講料振込み後は返金しません

・受講者・受講日の変更は可能ですので

相談してください

・ 事務局が受講料の入金を確認した後（開催日の約 10 日前）、受講券を担当者宛にメール

もしくはＦＡＸします。

・ 受講券は、受講者が当日持参して受付に提出してください。

※ 開催日の１週間前までに受講券が届かない場合、事務局まで連絡をください。

３． 当日持参する物 

・ 受講券・筆記用具・顔写真（縦３．３ｃｍ×横２．４ｃｍ）１枚・マスク（自己判断）

※ 当日の昼食は、事務局で用意します

４． 会 場 

飯田橋升本ビル ８階 （東京都左官工業協同組合 会議室）

所 在 地：東京都新宿区揚場町１－２１

交通機関：ＪＲ東日本 総武線（各駅停車） 飯田橋駅 東口改札から徒歩５分

東京メトロ 東西線・有楽町線・南北線 飯田橋駅 Ｂ１出口から徒歩２分

都営地下鉄 大江戸線         飯田橋駅 Ｂ１出口から徒歩２分

※ 駐車場はありませんので、車での来場はご遠慮ください

振込先

みずほ銀行  京橋支店

普通預金  ２６２８７４８

戸田建設東京支店災害防止協力会

飯田橋升本ビル

８階： 会 場

１階： セブンイレブン

Ｂ１出口
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よろず相談受付 

協力会社の皆さまへ 

東京支店への苦情,相談,要望など 
ありましたら、上記 QR コードから 
ご意見をお寄せください 
いただいたご意見は、必ず秘密は守ります。 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDadKVU8PKtIMM
tK6B8LGuWZgby7MpJ2q8fi7eQRG9Oj2xhA/viewform 

資-41

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDadKVU8PKtIMMtK6B8LGuWZgby7MpJ2q8fi7eQRG9Oj2xhA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDadKVU8PKtIMMtK6B8LGuWZgby7MpJ2q8fi7eQRG9Oj2xhA/viewform


～ Safety is not just a priority but a CORE VALUE ～

安全は、中心となる価値である
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